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平成２９年度食品安全委員会運営計画の実施状況の中間報告について

記 載 事 項 １１／２０までに実施した事項 今後の予定

第１ 平成２９年度における委員会の運営の重点事項

（１）事業運営方針

食品安全委員会（以下「委員会」という。）は、引き続 ○ 概ね左記「事業運営方針」に則り、食品安全委員会（以下「委員会」という。）の運営を行 ○ 引き続き「事業運営方針」に則り委員

き、食品安全基本法（平成１５年法律第４８号）に定める った。 会の運営を行う。

基本理念及び施策の策定に係る基本的な方針並びに「食品

安全基本法第２１条第１項に規定する基本的事項」（平成２

４年６月２９日閣議決定）に基づき、国民の健康の保護を

最優先に、委員会の所掌事務を円滑かつ着実に実施すると

ともに、委員会の業務改善を進めていく。

（２）重点事項

① 食品健康影響評価の着実な実施

効率的な情報収集、計画的な調査審議、より迅速かつ ○ 電子ジャーナル及び文献検索ソフトの有効活用、海外の研究者の招へい、リスク管理機関 ○ 引き続き、効率的な情報収集を行う。

信頼性の高い新たな評価方法の検討及び活用、事務局体 との連携等により、効率的な情報収集を行った。

制の強化により、食品健康影響評価を着実に実施する。

また、海外でも導入が進められている（定量的）構造活 ○ 委員会決定等に基づき、委員会を２９回、専門調査会等を７７回開催し、９１案件の評価 ○ 引き続き、計画的な調査審議を行う。

性相関（(Q)SAR）、ベンチマークドーズ法等について、海 依頼を受け、１０３案件の評価を終了する等、計画的な調査審議を行った。（第３の１（１）

外の評価機関等の動向を踏まえつつ、リスク評価への活 ～（３）参照）

用方策の検討を行う。

○ 食品安全委員会の直下に専門調査会と同等の位置づけとする「六価クロムワーキンググル ○ 新たに立ち上げたワーキンググループ

ープ」（６月）、「アレルゲンを含む食品に関するワーキンググループ」（１０月）及び「香料 を計画的に運営する。

ワーキンググループ」（１０月）を新たに設置した。

○ 評価技術企画ワーキンググループでは、近年のコンピューター技術の発達に伴い海外のリ ○ (Q)SAR及びRead acrossについては、

スク評価機関で活用の動きが見られるコンピューター上（in silico）での化学物質の毒性評 報告書で提言された取組に着手するとと

価方法について、報告書として「新たな時代に対応した評価技術の検討（化学物質の毒性評 もに、ベンチマークドーズ法について

価のための(Q)SAR及びRead acrossの利用）」を取りまとめ、公表した（７月）。また、ベンチ は、評価技術企画ワーキンググループに

マークドーズ法の活用方法について調査審議を開始した（８月）。 おいて調査審議を引き続き行う。

② リスクコミュニケーションの戦略的な実施

食品健康影響評価等の科学的知見に基づく食品の安全 ○ 栄養教諭や家庭科教諭等の学校教育関係者を重点対象とし、食品添加物等の関心の高いハ ○ 引き続き、戦略的にリスクコミュニケ

性に関する国民の一層の理解の促進のため、「食品の安全 ザードをテーマに、地方公共団体と共催して意見交換会を開催した（６回）。（参考４） ーションを実施する。

に関するリスクコミュニケーションのあり方について」
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(平成２７年５月２８日企画等専門調査会取りまとめ）等 〇 リスクアナリシス連続講座を改訂し、食品関係事業者や研究者等を対象とした「精講：食

を踏まえ、今後は、国民の関心の高い事項への重点化を 品健康影響評価」と広く一般消費者を対象とした「みんなのための食品安全勉強会」の２種

図るとともに、最新の情報発信媒体を活用した効果的か 類の講座を開設・実施した（各１回）。（参考４）

つ効率的な情報発信、マスメディア、消費者団体、事業

者団体、関係職能団体等との連携強化など、戦略的にリ 〇 Facebookの投稿指針を定め、記事の配信を強化するとともに、委員会公式YouTubeを立ち上

スクコミュニケーションを実施する。 げ、配信を開始した。（参考４）

○ カフェイン及びフモニシンを始めとしたかび毒をテーマに、報道関係者を対象とした意見

交換会を行った（２回）。（参考４）

○ カフェインをテーマに、消費者団体との情報交換会を行った（１回）。（参考４）

〇 日本栄養士会のウェブサイトにおいて委員会からの情報提供を行う等、関係職能団体等と

の連携強化を図った。（参考４）

③ 研究・調査事業を活用した新たな評価方法の企画・立

案

食のグローバル化や新たな危害要因の出現に対応する ○ 平成３０年度に委員会が優先的に実施すべき研究・調査課題を具体的に示した「食品健康 ○ 事前・中間評価部会を開催し（１２月

ため、国内外の最新の知見を収集するとともに、研究・ 影響評価技術研究及び食品安全確保総合調査の優先実施課題（平成３０年度）」（以下「優先 ～）、平成３０年度に実施する研究及び

調査事業を活用し、引き続き新たな評価方法の検討を行 実施課題」という。）に基づき、研究課題について公募を行った（９月）。 調査課題を選定する。

う。研究・調査事業については、透明性を確保するた

め、事業実施の各段階において外部有識者によるレビュ ○ 外部有識者による３部会制の評価実施体制（事前・中間評価部会、事後評価部会及びプロ ○ １２月に第３回プログラム評価部会を

ーを行うとともに、成果を積極的にリスク評価に活用す グラム評価部会）により、リスク評価に資する研究・調査事業を推進した。 開催し、プログラム評価の方針を議論す

る。 る予定。

（以上について詳細は、第５の１（１）及び（２）並びに２（１）を参照）

④ 海外への情報発信及び関係機関との連携強化

委員会の活動が海外でも認められ、かつ、委員会の機 ○ 海外への情報発信については、評価書等の英訳及びホームページへの掲載、英文ジャーナ ○ １２月に、ＥＦＳＡ、欧州医薬品庁

能強化に資するよう、海外への情報発信を積極的に実施 ルの発行など、様々な手段を用いて、引き続き積極的に取り組んでいる。（第９の（４）参 （ＥＭＡ）、ＡＮＳＥＳ、ＢｆＲ、ＦＳ

する。また、平成２８年度以前に協力文書を締結した機 照） ＡＮＺ、ニュージーランド一次産業省

関との定期的な会合等、海外の関係機関との意見交換・ （ＭＰＩ）、ＡＳＥＡＮリスク評価セン

情報交換を積極的に行い、連携を更に強化するととも ○ 各関係機関と以下のように連携を実施。（第９の（３）参照） ター（ＡＲＡＣ）、タイ畜産振興局（Ｄ

に、新たな協力文書の締結について協議を行う。 ・欧州食品安全機関（ＥＦＳＡ）：締結済みの協力文書に基づき、情報交換等を通じて連携を ＬＤ）及び世界保健機関（ＷＨＯ）の薬

継続。４月に長官等を迎え、第５回定期会合を実施。 剤耐性（ＡＭＲ）担当者を招へいし、Ａ

・オーストラリア・ニュージーランド食品基準期間（ＦＳＡＮＺ）：締結済みの協力文書に基 ＭＲについて非公開の意見交換会を行う

づき、情報交換等を通じて連携を継続。 予定。

・ポルトガル経済食品安全庁（ＡＳＡＥ）：締結済みの協力文書に基づき、情報交換等を通じ

て連携を継続。

・フランス食品環境労働衛生安全庁（ＡＮＳＥＳ）：締結済みの協力文書に基づき、情報交換

等を通じて連携を継続。

・ドイツ連邦リスク評価研究所（ＢｆＲ）：締結済みの協力文書に基づき、情報交換等を通じ
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て連携を継続。

⑤ 緊急時対応の強化

関係府省と連携しつつ、不断に緊急時対応の強化を図 ○ 平成２９年度食品安全委員会緊急時対応訓練計画（平成２９年２月１４日食品安全委員会 ○ 消費者庁の総合調整の下、関係省庁と

る。 決定。以下「訓練計画」という。）に基づき緊急時対応訓練の実務研修を実施すること等によ 合同で緊急時対応の確認訓練を実施する

り、緊急時対応体制の強化を図った。（第７の３参照） 予定。

第２ 委員会の運営全般

（１）委員会会合の開催

原則として、毎週１回、委員会の委員長が委員会に諮っ ○ 火曜日１４時を定例とし、平成２９年度食品安全委員会運営計画（以下「運営計画」とい ○ 引き続き、運営計画に基づき開催。

て定める日に、公開で委員会会合を開催する。なお、緊急 う。）に基づき、原則として毎週１回、２９回開催した。

・特段の案件については、臨時会合を開催し、対応する。

○ 臨時会合の開催実績はなかった。

○ 広く開かれた委員会会合に努め、公衆衛生を学ぶ大学生及び大学院生や厚生労働省のイン

ターンシップ生などの幅広い層による傍聴があった。

（２）企画等専門調査会の開催

平成２９年度の企画等専門調査会については、別紙１の ○ 第２１回会合（６月９日） ○ 平成３０年１月２９日に第２３回会合

スケジュールで開催する。 ・「平成２８年度食品安全委員会運営状況報告書（案）」について事務局の説明を受け、審議 を開催し、次の事項について審議予定で

の結果、一部参考資料を追加の上、委員会会合で報告することとなった。 ある。

・「平成２９年度「自ら評価」案件の決定までのフロー（案）」等に基づき事務局から説明が ・平成３０年度食品安全委員会運営計画

あり、審議の結果、「自ら評価」の案件選定の進め方について了承され、事務局で手続を進 （案）について

めることとなった。 ・平成２９年度食品安全委員会が自ら行

・「平成２９年度食品安全委員会緊急時対応訓練の骨子」に基づき平成２９年度の緊急時対応 う食品健康影響評価案件の選定につい

訓練の内容等について事務局の説明を受けた。 て

・平成２９年度食品安全委員会緊急時対

応訓練結果及び平成３０年度緊急時対

応訓練計画(案)について

（３）食品健康影響評価に関する専門調査会の開催

必要に応じ、以下に掲げる方策を活用しつつ、専門調査 ○ 食品健康影響評価に関する専門調査会等の開催状況については、以下のとおりである。 ○ 引き続き、運営計画に基づき専門調査

会を開催する。 （単位：回） 会等を開催する。

既存の専門調査会での審議が困難な課題や複数の専門調

査会に審議内容がまたがる課題について、効率的な調査審 専門調査会等名 開催実績

議を実施するため、以下の取組を行う。 添加物専門調査会 ５

農薬専門調査会 ２７

動物用医薬品専門調査会 ７

器具・容器包装専門調査会 ２

微生物・ウイルス専門調査会 ４
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プリオン専門調査会 ４

かび毒・自然毒等専門調査会 ２

遺伝子組換え食品等専門調査会 ８

新開発食品専門調査会 ２

肥料・飼料等専門調査会 ８

薬剤耐性菌に関するＷＧ ３

評価技術企画ＷＧ ５

計 ７７

（注）開催回数には部会・幹事会の開催回数も含まれる。

① 原則として、委員会の下に専門調査会と同等の位置 ○ ６月に「六価クロムワーキンググループ」、１０月に「アレルゲンを含む食品に関するワー ○ 新たに設置したワーキンググループを

づけとするワーキンググループを設置 キンググループ」及び「香料ワーキンググループ」を設置した。 計画的に運営する。

② 専門調査会の下に部会を設置

③ 専門調査会に他の専門調査会の専門委員を招いて調 ○ 農薬専門調査会幹事会において、「農薬であって農作物の収穫後に添加物としても使用され ○ 引き続き、必要に応じて、専門調査会

査審議 るものについて、食品安全基本法第２４条の規定に基づき意見を求められた場合の取扱いに に他の専門調査会の専門委員を招いて調

ついて」（平成２２年５月２０日食品安全委員会決定）に基づき、添加物専門調査会の専門委 査審議を行う。

員が１名参加して「プロピコナゾール」の調査審議を行った（４月）。

○ 添加物専門調査会において、４月、５月（書面）、６月（書面）、７月及び８月に、器具・

容器包装専門調査会及び汚染物質等専門調査会を兼任する、生殖発生毒性に関する知見を有

する専門委員１名参加して「硫酸アルミニウムアンモニウム」及び「硫酸アルミニウムカリ

ウム」の調査審議を行った。

④ 関係する専門調査会を合同で開催 ○ 合同で開催した案件はなかった。

（４）委員会と専門調査会の連携の確保

専門調査会における円滑な調査審議を図るため、原則と 〇 専門調査会における円滑な調査審議を図るため、原則としてすべての専門調査会に委員会 ○ 引き続き、専門調査会における円滑な

してすべての専門調査会に委員会委員が出席し、必要に応 委員が出席し、情報提供を行うとともに、必要に応じて助言を行った。 調査審議を図るため、委員会委員が専門

じて、情報提供を行うとともに、助言を行う。 調査会へ出席し、必要に応じて助言を行

うこととする。

○ 評価技術企画ワーキンググループにおいては、常勤の委員会委員が全員出席し複数の専門

調査会に関連する評価技術であるコンピュータ上（in silico）の化学物質の毒性評価方法や

ベンチマークドーズ法について、調査審議を行った。また、当該ワーキンググループの専門

委員がベンチマークドーズ法に係る国内外の動向について説明する回には、他の専門調査会

専門委員にも傍聴参加を促し、情報の共有を図った。
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（５）リスク管理機関との連携の確保

食品の安全性の確保に関する施策の整合的な実施等の観 ○ 食品安全基本法に基づき、関係府省間の密接な連携の下、食品の安全性の確保に関する施 ○ 引き続き、関係府省連絡会議幹事会

点から、関係府省連絡会議等を通じ、リスク管理機関との 作を総合的に推進するため、関係府省連絡会議が９月に開催されたほか、関係府省連絡会議 が、原則として毎週１回開催される予

連携を確保する。 幹事会が原則として毎週１回開催され、関係府省との連携が図られた。 定。

○ 食品の安全性の確保に関する関係者相互間の情報及び意見の交換に関する事務の調整を行 ○ 引き続き、リスクコミュニケーション

うため、リスクコミュニケーション担当者連絡会議が原則として隔週で開催され、１６回会 担当者連絡会議が隔週で開催される予

議が行われた。 定。

○ 食品の安全性の確保に関する情報の収取・分析・活用に関する方策及び緊急時における関 ○ 引き続き、食品リスク情報関係府省担

係府省の円滑な対応について検討するため、食品リスク情報関係府省担当者会議が平成２９ 当者会議を月１回開催する予定。

年４月から１１月まで毎月１回開催され、８回会議が行われた。

○ 食品の安全の更なる確保等を図るた

め、食品衛生法の改正について同法を所

管する厚生労働省の検討作業に協力す

る。

（６）事務局体制の整備

評価体制等の充実を図るため、必要な予算及び機構・定 ○ より迅速かつ的確なリスク評価を行うため、新たな評価方法の企画・立案機能の強化に必 ○ 予算及び機構・定員要求の査定結果を

員を確保する。 要な予算及び機構・定員を要求した（参考１）。 踏まえ、所要の措置を講ずる。

第３ 食品健康影響評価の実施

１ リスク管理機関から食品健康影響評価を要請された案件

の着実な実施

（１）リスク管理機関から食品健康影響評価を要請された案

件について

評価要請の内容に鑑み、食品健康影響評価に必要な追 ○ 早期に食品健康影響評価を終了できるよう、計画的な調査審議を行った。（参考２） ○ 引き続き、計画的な調査審議を行う。

加情報を求めた場合その他特段の事由がある場合を除 ・これまでのリスク評価対象案件数

き、早期に食品健康影響評価が終了するよう、計画的・ ２８０２案件（うち今年度に評価依頼があった案件 ９１案件）

効率的な調査審議を行う。

・これまでに評価が終了した案件数（「自ら評価」案件を含む。）

２４３９案件（うち今年度に評価が終了した案件 １０３案件）

（２）企業からの申請に基づきリスク管理機関から要請を受

けて行う食品健康影響評価について

「企業申請品目に係る食品健康影響評価の標準処理期 ○ 該当品目については、処理期間を管理しつつ、計画的な調査審議を行った。 ○ 引き続き、標準処理期間内に評価が終

間について（平成２１年７月１６日委員会決定）」に基づ ・今年度に評価依頼があった案件数 ５３件 了できるよう、計画的に調査審議を行

き、標準処理期間（追加資料の提出に要する期間を除き う。

１年間）内に評価結果を通知できるよう、計画的な調査 ・今年度に評価が終了した案件数 ４８件（うち期間内に処理した件数 ４８件）

審議を行う。
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（３）いわゆるポジティブリスト対象品目の食品健康影響評

価について

「暫定基準が設定された農薬等の食品健康影響評価の ○ いわゆるポジティブリスト対象品目について、計画的な調査審議を行った。 ○ 引き続き、計画的な調査審議を行う。

実施手順」（平成１８年６月２９日委員会決定）に基づ ・今年度に評価依頼があった案件数 ８件

き、計画的な調査審議を行う。 ・今年度に評価が終了した案件数 １３件

２ 評価ガイドライン等の策定

食品健康影響評価の内容について、案件ごとの整合性を ○ 評価技術企画ワーキンググループでは、近年のコンピューター技術の発達に伴い海外のリ 〇 (Q)SAR及びRead acrossについては、

確保し、調査審議の透明性の確保及び円滑化に資するた スク評価機関で活用の動きが見られるコンピューター上（in silico）での化学物質の毒性評 報告書で提言された取組に着手するとと

め、必要に応じ、評価ガイドライン（評価指針、評価の考 価方法について、報告書として「新たな時代に対応した評価技術の検討（化学物質の毒性評 もに、ベンチマークドーズ法について

え方等）の策定等を進める。平成２９年度においては、ベ 価のための(Q)SAR及びRead acrossの利用）」を取りまとめ、公表した（７月）。また、ベンチ は、評価技術ワーキンググループにおい

ンチマークドーズ法を用いた評価及び遺伝毒性発がん物質 マークドーズ法の活用方法について調査審議を開始した（８月）。 て引き続き調査審議を行う。

の評価については、評価技術企画ワーキンググループにお

いて、引き続き、専門家による審議及び海外の評価機関等 ○ 「自ら評価」案件であるアレルゲンを含む食品について、研究事業を活用し、評価指針の

の動向を踏まえつつ、ガイドライン作成の検討を行う。ま たたき台について検討を行うとともに、アレルゲンを含む食品に関する表示等について科学

た、アレルゲンを含む食品の表示に関する自ら評価につい 的検証を行うためのワーキンググループを新たに設置した（１０月）。

ては、ガイドラインの検討を開始する。さらに、海外でも

導入が進められている（定量的）構造活性相関（(Q)SAR） ○ 栄養成分関連添加物（ビタミン、ミネラル等）、酵素及び加工助剤（殺菌料及び抽出溶媒）

等について、評価技術企画ワーキンググループにおいて、 については、「添加物に関する食品健康影響評価指針」に基づきリスク評価を行ってきたとこ

海外の評価機関等の動向を踏まえつつ、リスク評価への活 ろであるが、それぞれの物質の特性を考慮し、また、より国際的な整合性を踏まえたリスク

用方策の検討を行う。 評価に資するため、添加物専門調査会及び栄養成分関連添加物ワーキンググループでの調査

審議を経て、新しい評価指針（「栄養成分関連添加物に関する食品健康影響評価指針」及び

「添加物（酵素）に関する食品健康影響評価指針」）の策定や、加工助剤（殺菌料及び抽出溶

媒）の食品健康影響評価の考え方を附則として追加する「添加物に関する食品健康影響評価

指針」の改正を行った（７月）。

○ ９月７日の動物用医薬品専門調査会及び１０月２５日の肥料・飼料等専門調査会で、肝肥

大の取扱いについて、農薬専門調査会における肝肥大の取扱いに基づいて、それぞれの剤に

おいて認められた所見等を総合的に判断することとする「動物用医薬品の食品健康影響評価

における肝肥大の取扱いについて」及び「動物用医薬品及び飼料添加物の食品健康影響評価

における肝肥大の取扱いについて」を決定した。

３ 「自ら評価」を行う案件の定期的な点検・検討及び実施

（１）「自ら評価」案件の選定

平成２９年度における「自ら評価」案件の選定につい ○ 別紙２に掲げるスケジュールを踏まえ、７月５日から８月３日まで「自ら評価」案件の外 ○ 企画等専門調査会において案件選定を

ては、「食品安全委員会が自ら行う食品健康影響評価に関 部募集（パブリックコメント）を実施し、提案があった案件候補等について、情報の収集や 進める。

し企画等専門調査会に提出する資料に盛り込む事項」（平 整理を行った。

成１６年５月２７日委員会決定）及び「企画等専門調査

会における食品安全委員会が自ら行う食品健康影響評価
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対象候補の選定の考え方」(平成１６年６月１７日委員会

決定)を踏まえ、別紙２に掲げるスケジュールで実施す

る。

（２）「自ら評価」の実施

平成２８年度までに選定された「自ら評価」案件であっ

て、次に掲げるものについては、それぞれ以下のとおり実

施する。

① 「食品（器具・容器包装を含む）中の鉛の食品健康

影響評価」（平成１９年度決定）

調査事業等で収集された科学的知見を精査した上 ○ 平成２７年度の調査事業等で収集した新たな知見・情報を基に現在、事務局において調査 ○ 準備が整い次第、新たに食品安全委員

で、調査審議を行う。 審議に向けた準備を行っているところ。 会の直下にワーキンググループを設置

し、鉛についての調査審議を開始する。

② 「アルミニウム」（平成２１年度決定）

現在審議をしているアルミニウムを含む食品添加物の ○ 添加物専門調査会を５回開催して調査審議を行い（４月～８月）、取りまとめられた評価書 ○ 意見・情報募集の結果を踏まえ、対応

評価がまとまり次第、他のばく露要因等の知見を収集 （案）について意見・情報の募集を開始（１１月）。 を検討する。

した上で、調査審議を開始する。

③ 「フモニシンに関する食品健康影響評価」（平成２６

年度決定）

調査事業で収集・整理された科学的知見を踏まえ、 ○ かび毒・自然毒等専門調査会を２回開催して調査審議を行い（４月及び５月）、取りまとめ

かび毒・自然毒等専門調査会で、調査審議を行う。 られた評価書（案）について、意見・情報の募集を行い、委員会を経て評価結果をリスク管

理機関に通知した（９月２６日）。

④ 「アレルギー物質を含む食品」（平成２７年度決定）

ワーキンググループを設置し、アレルゲンを含む食 ○ アレルゲンを含む食品に関するワーキンググループを新たに設置した（１０月）。また、研 ○ ワーキンググループにおける調査審議

品の表示に関する評価ガイドラインの検討を開始す 究事業を活用し、アレルゲンを含む食品に関する評価指針のたたき台について検討を行うと を開始するとともに、引き続き、研究事

る。 ともに、調査事業を活用し、卵及び乳のアレルギーに関する科学的知見を収集しているとこ 業及び調査事業を実施し、今年度中に成

ろ。 果を取りまとめる。具体的には平成３０

年３月末までに評価指針のたたき台を作

成するとともに、平成３０年２月末まで

に卵及び乳アレルギーの調査を取りまと

める。

（３）「自ら評価」の結果の情報発信等

平成２９年度内に「自ら評価」案件の評価が終了した ○ ９月に評価を終了した「フモニシン」について、報道関係者を対象とした意見交換会の開 ○ 「自ら評価」案件について評価が終了

場合は、その評価結果に関して、意見交換会の開催や季 催（１１月）や季刊誌（１０月発行）等を通じて情報発信を行った。 した場合には、速やかにホームページ等

刊誌への掲載等により丁寧に情報発信する。 で情報提供を行う予定。

平成２８年度の自ら評価案件選定の過程で決定された
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事項（情報収集等）について、その決定に基づき、ホー ○ 平成２８年度の「自ら評価」案件とはされなかったもののうち「積極的に情報収集、情報

ムページ、フェイスブック等で情報提供を行う。 提供を行う」とされたカフェインについて、国際機関、海外の政府関係機関、学術誌に掲載

された論文等を通じて情報収集を進めるとともに、Facebook、季刊誌（７月発行）、報道関係

者を対象とした意見交換会、消費者団体との情報交換会、「みんなのための食品安全勉強会」

等で情報提供を行った（参考４）。また、「リスク管理機関と引き続き連携し、関係情報の収

集を行う」とされたカンピロバクターについて、厚生労働省、農林水産省及び委員会事務局

担当者を構成員とする第３回カンピロバクター情報交換会（６月）を開催し、カンピロバク

ター対策に関する調査研究の進捗状況等について情報交換を行った。

第４ 食品健康影響評価の結果に基づく施策の実施状況の監視

１ 食品健康影響評価の結果に基づく施策の実施状況の調査 ○ 第２１回調査を実施し、委員会会合において、その概要を報告した（９月）。 ○ 引き続き、調査を行う。

食品健康影響評価の結果に基づく施策の実施状況につい 第２２回調査を開始（１０月）し、現在実施中。

て、リスク管理機関に対し、平成２９年１０月を目途に調 当該調査に関して、リスク管理機関によるハザードの優先順位等を参考にしつつ、実施方

査を実施し、その結果を踏まえ、必要に応じ、勧告、意見 法の見直しを行った。

の申出を行う。

なお、実施状況の調査については、リスク管理機関によ

るハザードの優先順位等を参考にしつつ、その実施方法の

見直しを検討する。

２ 食品安全モニターからの報告

食品安全モニターから、随時、食品健康影響評価の結果 ○ 平成２８年１０月～平成２９年３月に食品安全モニターから求めた報告について、委員会 ○ 平成２９年度に食品安全モニターに対

に基づき講じられる施策の実施状況等についての報告を求 会合においてその概要を報告した（７月２５日）。 して行う調査を、平成３０年１月を目途

める。その結果については、必要であればリスク管理機関 に実施する予定。 その際、アンケート

に対する勧告、意見の申出の参考とする。 の調査項目には、委員会が行う情報発信

また、食品安全に関する意識等を把握するためのアンケ の効果を評価できる項目の設定を検討す

ートの調査を平成３０年１月を目途に実施する。アンケー る。

トの調査項目には、食品安全委員会が行う情報発信の効果

を評価できる項目の設定を検討する。

第５ 食品の安全性の確保に関する研究・調査事業の推進

１ 食品健康影響評価技術研究の推進

（１）食品健康影響評価技術研究課題の選定

平成３０年度における食品健康影響評価技術研究課題 ○ 第２回研究・調査企画会議事前・中間評価部会（７月２６日）において、優先実施課題 ○ 平成３０年度研究課題については、公

については、「食品の安全性の確保のための研究・調査の （案）を具体的に取りまとめ、第６６１回委員会会合（８月８日）において決定された優先 募終了後、書類審査及びヒアリング審査

推進の方向性について」（平成２６年１２月１６日全部改 実施課題に基づき、研究課題の公募を開始した（９月）。 を実施し、平成３０年２月に開催予定の

正）を踏まえ、「危害要因・ばく露実態の評価に必要な科 研究・調査企画会議事前・中間評価部会

学的知見の集積」、「健康影響発現メカニズムの解明」及 ○ 公募の際には、幅広い大学等の関係研究機関に所属する研究者が参画できるようプレスリ で選定後、委員会に報告し、決定する予

び「新たなリスク評価方法等の確立」に焦点を当てて定 リースを行うとともに、大学や研究機関等の関係機関に公募内容を周知した（９月）。 定。

める優先実施課題について、別紙３に掲げるスケジュー
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ルで公募・審査を行い、食品健康影響評価等の実施のた

めに真に必要性の高いものを選定する。公募の際には、

大学等の関係研究機関に所属する研究者に向けて幅広く

周知するとともに、課題の選定等に関する議事の概要を

公表して透明性を確保する。

（２）平成２８年度に終了した研究課題の事後評価の実施

平成２８年度に終了した研究課題について、別紙４に ○ 平成２８年度に終了した７研究課題について、第１回研究・調査企画会議事後評価部会 ○ 平成２８年度に終了した研究課題の成

掲げるスケジュールで事後評価を実施するとともに、研 （７月１４日）において事後評価を実施し、第６６４回委員会会合（９月５日）において評 果報告の英文概要について、主任研究者

究成果発表会の開催、ホームページでの研究成果報告書 価結果を報告した。評価結果については各研究課題の主任研究者へ通知するとともに、委員 との調整が整い次第、委員会ホームペー

の公表を行う。 会ホームページで公表した。（参考３－１） ジにおいて公表する予定。

○ 研究成果報告書について、委員会ホームページで公表した。また、平成２８年度に終了し ○ 評価に直結する残り２課題の研究成果

た６課題のうち３課題について、「平成２９年度食品健康影響評価技術研究成果発表会」 についても、専門調査会の開催時に報告

（１０月２日）を公開で開催した。その他の３課題のうち１課題については、専門調査会の を行う予定。

開催時に研究成果の報告を行った。

○ 今後も、研究成果について食品安全委

員会英文ジャーナルへの投稿を促す予

定。

（３）平成２９年度に実施する研究課題の中間評価の実施

平成２９年度に実施する研究課題については、別紙４ ○ 平成２９年度採択課題（５課題）（参考３－２）の各主任研究者から提出された１０月末現 ○ 平成３０年度に継続実施予定の課題

に掲げるスケジュールで中間評価を実施し、必要に応じ 在の研究の進捗状況についての中間報告書を取りまとめた。 （平成２９年１０月に追加採択した１課

主任研究者へ研究計画の見直し等の指導を行う。 題を含む６課題）について、平成２９年

１２月に開催予定の研究・調査企画会議

事前・中間評価部会において中間評価を

実施し、評価結果を取りまとめた後、同

年３月の委員会にて継続の可否を決定す

る予定。

（４）実地指導

研究費の適正な執行を確保するため、主として新規採 ○ １０月１２日から１１月１５日までの間、新規採択課題（３課題）及び継続課題（３課 ○ 平成２９年度末の研究費の最終実績報

択課題の経理事務担当者に対し、平成２９年１０月に実 題）の計６課題の受託機関（１３機関）の経理事務担当者に対し、実地指導を行った。 告に向けて、引き続き受託者に対して適

地指導を行う。 宜研究費の適正な執行を指導していく予

定。

（５）関係府省との連携

競争的資金に関する関係府省連絡会担当者会議に出席 ○ 優先実施課題を取りまとめるに当たり、「食品の安全性の確保に関する試験研究の推進に係 ○ 平成３０年度新規採択課題の決定前に

し、競争的資金の取扱い等に関して意見交換を行い、必 る担当者会議」担当者と情報交換するとともに、優先実施課題の決定及び平成３０年度の研 「食品の安全性の確保に関する試験研究

要に応じ、研究に関する規程を見直すとともに、研究を 究課題の公募開始について、厚生労働省、農林水産省及び消費者庁に、情報提供を行った。 の推進に係る担当者会議」により開催、

効率的に実施するため、「食品の安全性の確保に関する試 関係府省との情報共有を行う予定。
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験研究の推進に係る担当者会議」（食品の安全性の確保に

関する試験研究の推進に係る関係府省相互の連携・政策

調整の強化について（平成１７年１月３１日関係府省申

合せ））を新規採択課題決定前などに適宜開催し、関係府

省との連携・政策調整を強化する。

２ 食品の安全性の確保に関する調査の推進

（１）食品安全確保総合調査対象課題の選定

平成３０年度における食品安全確保総合調査対象課題 ○ 第２回研究・調査企画会議事前・中間評価部会（７月２６日）において、優先実施課題 ○ 平成３０年２月に開催予定の研究・調

については、「食品の安全性の確保のための研究・調査の （案）を取りまとめ、第６６１回委員会会合（８月８日）において、平成３０年度に実施す 査企画会議事前・中間評価部会におい

推進の方向性について」（平成２６年１２月１６日全部改 べき調査課題を決定した。 て、調査課題を選定し、同年３月の委員

正）を踏まえ、「危害要因・ばく露実態の評価に必要な科 会会合に報告し、決定された後、入札公

学的知見の集積」、「健康影響発現メカニズムの解明」及 告を行う予定。

び「新たなリスク評価方法等の確立」に焦点を当てて定

める優先実施課題に基づき、別紙５に掲げるスケジュー

ルで、食品健康影響評価等の実施のために真に必要性の

高いものを選定する。入札公告の際には、大学等の関係

研究機関も含め幅広く周知する。

（２）食品安全確保総合調査対象課題に係る情報の公開

選定した調査の対象課題については、実施計画をホー ○ 選定した調査の対象課題（７課題）について、実施計画を委員会ホームページに公開し、 ○ 調査終了後、調査報告書を食品安全総

ムページ等に公開し、その内容を随時更新するととも その内容を随時更新した。なお、７課題全て総合評価方式による一般競争入札を行い、調査 合情報システム（委員会ホームページ）

に、調査結果については、個人情報や企業の知的財産等 請負先を決定し、現在調査を実施している。（参考３－３） において公開する予定。

の情報が含まれている等公開することが適当でないと判

断される場合を除き、食品安全総合情報システムにより

公開する。

３ 研究・調査事業の「プログラム評価」に向けた追跡評価

の実施

平成２９年度においては、平成３１年のプログラム評価 ○ １２月に第３回プログラム評価部会を

及び新ロードマップの策定に向けて、研究事業及び調査事 開催し、プログラム評価の方針を議論す

業の意義、運営方針の妥当性及び成果への活用状況等に着 る予定。

目した追跡評価を行う。

第６ リスクコミュニケーションの促進

「食品の安全に関するリスクコミュニケーションのあり方

について」(平成２７年５月２８日企画等専門調査会取りまと

め）等を踏まえ、戦略的にリスクコミュニケーションを実施

する。
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１ 様々な手段を通じた情報の発信

食品健康影響評価その他の食品の安全性について、迅速

に最新の情報を、媒体の特性を踏まえて発信する。

（１）ホームページ

食品健康影響評価の結果、食品の安全に関する最新の ○ フモニシンを始めとした食品健康影響評価等について、ホームページで情報提供を行っ ○ 今後も情報の充実に努める。

情報や委員会、専門調査会、意見交換会の開催状況等に た。（参考４）

ついて情報提供を行う。

（２）Facebook

機動的な情報発信を行うため、編集専任の技術参与の ○ 技術参与の配置及び運営規則の改訂により、新たな情報発信体制を構築するとともに、健 ○ 今後も機動的な情報発信に努める。

配置及び掲載方針等の整備など、新たな情報発信体制の 康に被害が生じるおそれがある危害に関する情報やリスクコミュニケーションに関する情報

構築を行う。 等について、Facebookで情報の発信を行った。（参考４）

（３）メールマガジン

委員会や調査会、意見交換会の開催状況等食品安全委 ○ メールマガジン（ウィークリー版及び読物版）による情報提供を実施した。（参考４） ○ 今後も情報発信に努める。

員会の活動状況や、実生活に役立つ食品安全に関する情

報を分かりやすく解説した情報等の提供を行う。

（４）ブログ

メールマガジン【読物版】で配信した内容や健康に影 ○ メールマガジン「読物版」の内容や健康に影響を及ぼすおそれのある危害に関する情報等 ○ 今後も機動的な情報発信に努める。

響を及ぼすおそれのある危害等に関する情報提供を行 の情報発信をした。（参考４）

う。

（５）季刊誌『食品安全』

国民の関心が高い事項等を掲載した季刊誌を年４回発 ○ 季刊誌『食品安全』について、予定どおり、７月及び１０月に定期発行を行った（主な配 ○ １月及び３月に、季刊誌『食品安全』

行し、地方公共団体、図書館等に配布し、広く国民に情 布先：地方公共団体、図書館）。（参考４） の定期発行を行う。

報提供を行う。

（６）意見交換会

学校教育関係者を重点対象とし、意見交換会を実施す ○ 栄養教諭や家庭科教諭等の学校教育関係者等を重点対象者とし、食品添加物等の関心の高 ○ 今後も、必要な改善を図りつつ、意見

る。また、意見交換会で得られた意見等をもとに、意見 いハザードをテーマに、地方公共団体と共催して意見交換会を開催した（６回）。また、意見 交換会を実施する。

交換会の実施方法、説明内容、資料等について必要な改 交換会終了後のアンケートで得られた意見等を踏まえ、学校教育関係者から保護者等への情

善を図る。 報の伝え方まで含めた説明内容について検討しているところ。（参考４）

〇 地方公共団体等が実施する意見交換会等へ講師派遣を行った（２８回）。（参考４） ○ 今後も、地方公共団体等の要望を踏ま

え、講師派遣を行う。

２ 「食品の安全」に関する科学的な知識の普及啓発

消費者等に、食品の安全性に関する科学的な知識を効果 ○ 広く一般消費者を対象とした「みんなのための食品安全勉強会」及び食品関係事業者や研 ○ １２月に、「みんなのための食品安全

的に普及するために、広く一般消費者を対象とした食品の 究者等を対象とした「精講：食品健康影響評価」の２種類の講座を開設した。カフェインを 勉強会」を東京で、「精講：食品健康影
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安全に係る科学的基礎知識についての講座と食品関係事業 テーマに「みんなのための食品安全勉強会」を札幌で、加熱時に生じるアクリルアミドをテ 響評価」を大阪で、それぞれ開催する予

者や研究者等を対象とした食品健康影響評価について理解 ーマに「精講：食品健康影響評価」を東京で、各１回開催した。（参考４） 定。

を深める講座に分けて開催することとし、地方での開催も

含め実施する。 ○ 新たに食品安全委員会公式YouTubeを開設し、「精講：食品健康影響評価」の講義を動画配 ○ 今後も配信動画や教材の充実に努め

また、視覚的に理解しやすい媒体による情報提供手法の 信した。また、改訂版「科学の目でみる食品安全」（平成２９年３月更新）について全国の食 る。

検討も含め、基礎的な科学的知識の普及に資する教材の充 品安全担当部局に情報提供を行った。（参考４）

実を図る。

さらに、食の安全ダイヤルを通じて消費者等からの相談 ○ 食の安全ダイヤルを通じた消費者等からの問い合わせに対応した。また、必要に応じ、隔 ○ 引き続き、消費者等からの相談や問い

や問い合わせに対応する。食の安全ダイヤルに寄せられた 週で開催されるリスコミ担当者会議で関係省庁へ情報提供を行った。加えて、消費者の関心 合わせに適切に対応する。

情報及び食品安全モニターから寄せられた情報は、リスク が高いと考えられる質問については、Facebookを通じて広く情報提供した。

の初期情報としてリスク管理機関と共有し、食品の安全性

の確保に向けて有効活用を図る。また、重要な質問等につ ○ 委員会会合を傍聴した公衆衛生を学ぶ大学生及び大学院生や厚生労働省のインターンシッ

いては、ホームページやフェイスブック等を通じて情報提 プ生に対して、食品の安全に係る科学的基礎知識について講義を行った。

供する。

３ 関係機関・団体との連携体制の構築

（１）リスク管理機関との連携

リスク管理機関と連携し、リスクコミュニケーション ○ 消費者庁等の関係省庁と連携し、食品の安全性に係る意見交換会を開催した（９回）。ま ○ 消費者庁の総合調整の下、関係省庁と

をより効果的に実施するため、原則、隔週での関係府省 た、「子ども霞が関デー」については、初めて消費者庁と連携して参加・開催した。 連携して、今後とも意見交換会に積極的

の担当者によるリスクコミュニケーション担当者会議を に参加する。

行うほか、緊密に情報交換・調整を行う。

○ リスコミ担当者連絡会議において、関係府省庁連携リスコミに関する協議や打合せ、各府 ○ 引き続き、隔週でのリスコミ担当者連

省庁が開催しているリスコミに関する情報交換等を行った（１６回）。 絡会議に対応する。

（２）地方公共団体との連携

地方公共団体の食品安全担当者との間の情報連絡網を ○ 地方公共団体のリスクコミュニケーションをより効果的に実施するため、各地方公共団体 ○ 引き続き、地方公共団体の担当職員と

最大限活用して、各種の情報や食品安全に係る資料の共 のリスクコミュニケーションの実態調査を行うとともに、全国食品安全連絡会議（４月２４ の連携網の活用を図る。

有化等を図る。 日）を開催して、外部講師情報等の共有化を図るとともに、実用的な事例の報告や有効なリ

また、リスクコミュニケーション（共催、地方公共団 スコミにするための意見交換を行った。（参考４）

体単独開催）をより効果的に実施すること等を目的とし

て地方公共団体との連絡会議を開催する。

（３）マスメディア、消費者団体、事業者団体、関係職能団

体等との連携（円滑に情報交換できる体制の構築）

マスメディア、消費者団体、事業者団体、公益社団法 ○ カフェイン及びフモニシンを始めとしたかび毒をテーマに、報道関係者を対象とした意見 ○ 今後も機動的な情報発信に努める。

人日本医師会及び公益社団法人日本栄養士会等の関係職 交換会を行った（２回）。（参考４）

能団体等との関係強化を図る。特に、マスメディア及び

消費者団体については、国民の関心の高い食品健康影響 ○ カフェインをテーマに、消費者団体との情報交換会を行った（１回）。（参考４） ○ 平成３０年１月に報道関係者等との意

評価など、時機を得たテーマについて意見交換会等を定 見交換会及び消費者団体との情報交換会

期的に行う。 をそれぞれ開催予定。

実施に当たっては、意見交換会に参加するマスメディ
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ア関係者のすそ野の更なる拡大を図るとともに、意見交 〇 公益社団法人日本栄養士会、一般財団法人食品産業センター及び公益社団法人日本医師会 〇 引き続き、各関係職能団体と意見交換

換会の内容の充実を図る。 と意見交換を実施し、連携強化を図った。特に、日本栄養士会とは、同会が制定した「栄養 等を実施し、連携強化を図る。

の日・栄養週刊２０１７」の後援を行ったほか、食品安全委員会からの情報提供を同会のウ

ェブサイトを通じて実施した。（参考４）

（４）学術団体との連携

食品の安全性に関する科学的な知識を普及させるため ○ 日本毒性学会（７月）、日本先天異常学会（８月）及び日本食品微生物学会（１０月）にお ○ 平成３０年１月に日本毒性病理学会に

には学術団体との連携が効果的であることから、引き続 いて、食品安全委員会委員による講演と併せて、ブース展示を行った。（参考４） おいてブース展示を実施予定。また、併

き、関係する学会への参加及びブース展示を実施する。 せて、学会と共催で、市民公開講座を実

実施に当たっては、重点化する学術分野を明確化する 施予定。

とともに、学会への参加とブース出展を有機的に連動さ

せることにより、学術団体との連携の更なる強化を図

る。

第７ 緊急の事態への対処

１ 緊急事態への対処

緊急事態が発生した場合には、「食品安全委員会緊急時対 ○ 平成２９年４月以降、大規模な緊急事態は発生しなかった。 ○ 今後とも、緊急事態が発生した場合に

応指針」（平成１７年４月２１日委員会決定。以下「指針」 は、指針に従って、迅速かつ的確に情報

という。）等を踏まえ、関係行政機関等との密接な連携の 提供等を行う。

上、危害物質の毒性等の科学的知見について関係省庁及び

国民に迅速かつ的確な情報提供を行う等、適切に対応す

る。

２ 緊急事態への対処体制の整備

指針等を踏まえ、平時から、緊急時に備えた情報連絡体 ○ 緊急時の情報連絡体制を強化するため、緊急電話連絡網や携帯用の電話連絡カード等の見 ○ 第２３回企画等専門調査会において、

制の整備や、科学的知見の収集・整理、緊急時対応訓練等 直しを行うとともに、委員の改選や職員の異動等に合わせて随時更新した。 緊急時対応訓練の結果等について検証

を実施することにより、緊急事態への対処体制の強化に努 し、緊急時対応の改善点の検討等を行う

めるとともに、企画等専門調査会において、実際の緊急時 ○ 訓練計画及び平成２９年度食品安全委員会緊急時対応訓練の骨子（参考５）に基づき、緊 予定。

対応の結果及び緊急時対応訓練の結果の検証を行い、緊急 急時対応訓練を実施した。

時対応の問題点や改善点等について検討し、必要に応じ、

指針等の見直しを行う。

３ 緊急時対応訓練の実施

緊急時対応の取りまとめとなる消費者庁と密に連携し、 ○ 担当者の実践的対応能力の向上等を図るため、実務研修を以下のとおり実施した。 ○ 緊急時対応体制の実効性等を確認する

実際の緊急時を想定した実践的な訓練を、平成２９年４月 ・緊急時対応手順研修（４月） ため、消費者庁、文部科学省、厚生労働

～１１月（実務研修）、１２月（確認訓練）を目処に行い、 ・ホームページ掲載研修（６月） 省及び農林水産省とともに確認訓練を実

緊急時対応体制の実効性を確認するとともに、担当者の実 ・メディア対応研修（１１月） 施予定。

践的対応能力の向上等を図る。 基礎講義、実践研修（メール作成研修、情報提供研修）
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第８ 食品の安全性の確保に関する情報の収集、整理及び活用

国内外の食品の安全性の確保に関する科学的情報につい ○ 食品の安全性の確保に関する最新情報について、それを整理した上でリスク管理機関等の ○ 引き続き、情報の収集、日報の取りま

て、国際機関、海外の政府関係機関や学術誌に掲載された 関係者に毎日配布した。 とめ、リスク管理機関等関係者への配布

論文、食の安全ダイヤル等を通じ、毎日、収集する。 を行う。

収集した情報については、国民やリスク管理機関などの

ニーズに対応できるよう的確な整理及び分析を行い、「食品 ○ 「隔週報」を「食品安全総合情報システム」に登録し、関係者及びホームページを通じて ○ 引き続き、隔週報の作成、「食品安全

安全総合情報システム」（委員会のホームページ上の情報検 国民に対して情報提供を行った。 総合情報システム」への登録による情報

索用データベースシステム）への登録、委員会会合での報 提供を行う。

告等により、国民に対する情報提供、リスク管理機関等と

の情報共有を行う。 ○ 国立医薬品食品衛生研究所と常時連携し、それぞれが収集した食品安全に関する情報を共 ○ 食品安全関係団体への事務局職員の派

また、ハザード情報の共通化及び省庁間での共有化を推 有した。 遣によるリスク評価・委員会活動等の説

進する。 明等を行い、ネットワークの構築を行

加えて、食品健康影響評価や緊急時の対応等において、 ○ ハザード情報の共有化及び省庁間での共有化を推進するため、食品リスク情報関係府省担 う。

専門家等の専門知識の活用を図る観点から、専門情報の提 当者会議等を通じて、協議を行った。

供に協力いただける専門家や関係職能団体等との連絡体制

を確保し、情報交換等を行う。 ○ 専門委員改選に合わせ、緊急事態に備え、専門委員の連絡先の確認を行った。

○ 関係職能団体である公益社団法人日本医師会、公益社団法人日本薬剤師会、公益社団法人 ○ 引き続き、関係職能団体に対し季刊誌

日本獣医師会、公益社団法人日本栄養士会等に対し季刊誌を配布する等ネットワークの確保 を配布する等ネットワークの確保に努め

に努めた。 る。

第９ 国際協調の推進

（１）国際会議等への委員及び事務局職員の派遣

以下のスケジュールで開催される国際会議等に委員、 ○ ＦＡＯ／ＷＨＯ合同食品添加物専門家会議（ＪＥＣＦＡ）及びＦＡＯ／ＷＨＯ合同残留農 ○ 国際会議等に委員及び事務局職員を以

専門委員及び事務局職員を派遣する。 薬専門家会議（ＪＭＰＲ）に加え、食品の安全性に関する国際会議に、委員、専門委員及び 下のスケジュールで派遣し、各国の専門

事務局職員を派遣し、各国の専門家との情報・意見交換等を行った。 家との情報・意見交換等を行う。

平成２９年５月 天然資源の開発利用に関する日米会

議有毒微生物専門部会 ・５月 天然資源の開発利用に関する日米会議（ＵＪＮＲ）有毒微生物専門部会（米国） ・３月 米国アレルギーぜんそく免疫学

５月 ＦＡＭＳ２０１７ 情報収集のため委員１名を派遣。 会年次大会（米国）

５月 Ｐｒｉｏｎ２０１７ ・５月 Ｔｈｅ ２ｎｄ Ｆｏｏｄ Ａｌｌｅｒｇｅｎ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ Ｓｙｍｐ ・３月 米国毒性学会（米国）

６月 第８４回ＦＡＯ／ＷＨＯ合同食品添 ｏｓｉｕｍ ２０１７（ＦＡＭＳ２０１７）（豪州） ・未定 第２５回ＯＥＣＤ新規食品・飼

加物専門家会議（ＪＥＣＦＡ） 情報収集のため事務局職員１名を派遣。 料作業部合同部会（フランス）

６月 ＯＥＣＤ農薬作業部会 ・５月 Ｐｒｉｏｎ２０１７（英国）

７月 ドイツ連邦リスク評価研究所（Ｂｆ 情報収集のため専門委員１名及び事務局職員１名を派遣。

Ｒ）サマーアカデミー ・６月 第８４回ＦＡＯ／ＷＨＯ合同食品添加物専門家会議（ＪＥＣＦＡ）（イタリア）

７月 ＩＣＭＧＰ２０１７ ＷＨＯエキスパートとして専門委員１名を派遣。

８月 米国バイオ規制視察 ・６月～７月 ＯＥＣＤ農薬作業部会（フランス）

９月 欧州毒性学会（ＥＵＲＯＴＯＸ） 情報収集のため事務局職員２名を派遣。

９月 ＦＡＯ／ＷＨＯ合同残留農薬専門家 ・７月 ドイツ連邦リスク評価研究所（ＢｆＲ）サマーアカデミー（ドイツ）
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会議（ＪＭＰＲ） 情報収集のため事務局職員１名を派遣。

９月 ＩＳＳＸ ・７月 第１３回地球環境汚染物質としての水銀に関する国際会議（ＩＣＭＧＰ２０１７）

１０月 第８５回ＦＡＯ／ＷＨＯ合同食品添 （米国）

加物専門家会議（ＪＥＣＦＡ） 情報収集のため委員１名を派遣。

平成３０年３月 ＯＥＣＤ新規食品・飼料作業部会合 ・８月～９月 米国バイオテクノロジー視察（米国）

同部会 情報収集のため事務局職員２名を派遣。

３月 米国アレルギーぜんそく免疫学会 ・９月 デンマーク獣医食品局（ＤＶＦＡ）及びデンマーク工科大学（ＤＴＵ）訪問。

３月 米国毒性学会（ＳＯＴ） 意見交換及び情報収集のため事務局職員３名を派遣。

・９月 ＦＡＯ／ＷＨＯ合同残留農薬専門家会議（ＪＭＰＲ）（スイス）

また、必要に応じ、このスケジュールの他に開催され ＷＨＯエキスパートとして委員１名及び専門員１名を派遣。

ることとなった国際会議等に委員等を派遣する。 ・９月 レギュラトリーサイエンスに関する国際会議（ＧＳＲＳ２０１７）（ブラジル）

情報収集のため事務局職員２名を派遣。

・９月 国際薬物動態学会（Ｎｏｒｔｈ Ａｍｅｒｉｃａｎ ＩＳＳＸ ｍｅｅｔｉｎｇ）

（米国）

情報収集のため委員１名を派遣。

・１０月 第８５回ＦＡＯ／ＷＨＯ合同食品添加物専門家会議（ＪＥＣＦＡ）（スイス）

ＷＨＯエキスパートとして専門委員１名を派遣。

・１０月～１１月 アジア地域における残留農薬基準の設定調和促進のためのワークショッ

プ（マレーシア・タイ）

講演のため委員１名を派遣。

・１０月～１１月 第１１回中国国際食品安全品質会合（ＣＩＦＳＱ）（中国）

講演のため委員１名を派遣。また意見交換及び情報収集のため事務局職員３名を派

遣。

（２）海外の研究者等の招へい

海外の食品安全に係る研究者及び専門家を招へいし、 ○ 「国際会議 食品安全のための科学的国際協力の未来には何があるのか」の講演者とし ○ １２月にＥＦＳＡ、ＥＭＡ、ＢｆＲ、

食品の安全性の確保に関する施策の策定に必要な科学的 て、ＥＦＳＡの ベルナード・ウール長官及びギムレ・デ・セゼ科学評価局長、ＢｆＲのライ ＡＮＳＥＳ、ＦＳＡＮＺ、ＭＰＩ、ＡＲ

知見の充実を図る。 ナー・ウィトコウスキー副所長、ＡＮＳＥＳのロジェ・ジュネ長官及びＡＲＡＣ事務局のチ ＡＣ、ＤＬＤ及びＷＨＯのＡＭＲ担当者

ン・チョウ・キート氏を招へいし、食品安全分野におけるリスク評価の向上のための今後の を招へいし、ＡＭＲについて非公開の意

取組について講演いただくとともに、パネルディスカッションにおいて意見交換を行った 見交換会を行う。

（４月）。

（３）海外の食品安全機関等との連携強化

海外の食品安全機関等との連携強化を図るため、職員の ○ ６月 国際共同評価に関する打合せ（フランス） ○ 引き続き、国際共同評価に関し情報収

派遣等の人材交流、食品健康影響評価に関する情報交換等 ・ＯＥＣＤ農薬作業部会に併せて開催された会合に事務局職員２名が出席し、国際共同評価 集及び関係各国との調整等を行う。

を実施する。また、国際共同評価への参画等に努める。 の今後の方向性等について意見交換を行った。

委員会とすでに協力文書を締結している欧州食品安全機 ○ 平成３０年９月に予定されているＥＦ

関（ＥＦＳＡ）、豪州・ニュージーランド食品基準機関 ○ ９月 ＤＶＦＡ及びＤＴＵとの意見交換（デンマーク） ＳＡとの第６回定期会合に向けて準備を

（ＦＳＡＮＺ）、ポルトガル経済食品安全庁（ＡＳＡＥ）、 ・局長及び事務局職員２名が出張し、最近の活動状況や今後の連携について意見交換を行っ 進める。

フランス食品環境労働衛生安全庁（ＡＮＳＥＳ）及びドイ た。

ツ連邦リスク評価研究所（ＢｆＲ）と連携強化のための会 ○ 引き続き、左記リエゾングループを通
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合を開催するとともに、必要に応じ、米国食品医薬品庁 ○ 上記のほか、外国政府機関との情報交換のために食品中の化学物質の安全性に関するリエ じ情報交換を行う。

（ＦＤＡ）等の他の外国政府機関との情報交換、連携の構 ゾングループ及び食品中の微生物の安全性に関するリエゾングループに参加し、適宜情報交

築を行い、協力文書の締結も検討する。 換を行った。また、中国において開催されたリスクコミュニケーションに関するリエゾング

ループ第１回会合に参加した。

（４）海外への情報発信

食品健康影響評価の概要、食品安全確保総合調査及び ○ 評価が終了した添加物、農薬、動物用医薬品等の食品健康影響評価の概要や企業申請品目 ○ 引き続き、食品健康影響評価の概要、

食品健康影響評価技術研究の成果等の英訳を行い、順次 に係る食品健康影響評価の標準処理期間について等の英訳を行い、委員会ホームページに掲 食品安全委員会運営計画（抜粋）や食品

英語版ホームページに掲載する。 載を行った。 安全確保総合調査及び食品健康影響評価

食品安全に関する論文及び食品健康影響評価書の英訳 技術研究の成果等について、順次英語版

を掲載する英文ジャーナル「Food Safety-The Official ○ 委員会の英文ジャーナルである「Food Safety － The Official Journal of Food Safety ホームページに掲載する予定。

Journal of Food Safety Commission of Japan」を年４ Commission」について、６月にvol.５ No.２及び９月にvol.５ No.３を科学技術情報発信・

回程度発行し、国内外に広く情報発信していく。 流通総合システムJ-STAGEに掲載し、食品のリスク評価に携わる専門家による論文、委員会に ○ １２月下旬に「Food Safety vol.５ N

よる評価書の内容等の海外への情報発信を行った。 o.４」を科学技術情報発信・流通総合シ

ステムJ-STAGE上に掲載する予定。

注：月、月日の表記において年を付していない場合は、平成２９年の月、日。
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平成３０年度予算概算要求及び機構・定員要求の概要について 

平成２９年９月 
内閣府食品安全委員会事務局 

１ 予算要求の概要 

（１） 予算要求額

・１，０５１百万円（平成２９年度予算額９６１百万円）

・ 対前年度比  １０９．４％

※優先課題推進枠１５９百万円を含む。

（２）主要事項

① リスク評価等に必要な技術研究の推進

２２１百万円（ １７７） 

※ 優先課題推進枠８０百万円を含む

食品科学や分析技術の水準が日々向上し、高度化の一途

をたどる中、委員会が取り組むリスク評価の分野は多岐に

わたることから、新たな知見が必要となる分野について、

リスク評価を円滑に進めるための技術開発研究を推進。

② リスク評価等に必要な調査の着実な推進

  ６９百万円（  ７２） 

※ 優先課題推進枠１０百万円を含む

リスク評価の観点から優先順位の高い特定の危害に関し、

食品安全行政機関及び国際機関が保有するリスク評価情報

等の危害情報、危害の発生及び対処事例についての海外報

道情報、各種文献における危害の毒性メカニズム、暴露評

価等の情報について、網羅的に収集し、整理・解析するた

め、調査を実施。 

参考１ 
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③ 情報収集等に関する体制の充実･強化

  ４５百万円（  ４２） 

※ 優先課題推進枠４百万円を含む

 国内外の危害情報を収集・整理する体制を充実・強化し、 

食品安全行政をより一層充実・強化するため、食品安全モ

ニターを通じたリスク管理措置等の監視、国際会議への参

加、海外のリスク評価機関等との連携強化等を図る。

④ リスクコミュニケーションの推進

４４百万円（  ２８） 

※ 優先課題推進枠１９百万円を含む

リスク評価に国民の意見を反映し、その透明性・公正性を

確保するとともに、食品のリスクに関する科学的情報に対

する国民の理解の向上に資するため、意見交換会の開催、

積極的な情報発信等を実施。 

⑤ 優先課題推進枠

・将来の食品安全リスクを見据え、差し迫る課題に対応

したリスク評価を行うために必要な評価体制の強化及

び研究、調査             １４０百万円

今後導入される食品用器具・容器包装ポジティブリ

スト制度に基づくリスク評価、食品分野の化学物質の

迅速な評価を可能とする次世代型リスク評価の実用化

等の推進

・食物アレルギーに関する情報発信の強化経費

１９百万円 

アレルギー疾患対策基本法に基づく政府方針を踏ま

え、食物アレルギーに関する科学的な知識の普及を図 

る 
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２ 機構・定員要求の概要 

（１）機構要求

より迅速かつ的確なリスク評価のための新しい評価方

法（in silico評価等）や新たな技術を応用した食品の評

価方法の確立に向けた国際交渉力の強化とマネジメント

機能強化のため、評価技術企画室長を要求。 

（２）定員要求

食品用器具・容器包装の評価体制の強化に伴い１名増員

を要求。 
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参考２

要請件数
注1、2） うち

２９年度分

自ら評
価

注3）
合計

評価終了
うち
２９年度分

意見
募集中

注4）

審議中
注5）

268 1 0 268 262 7 2 4

1 0 1 1 0 0

1,151 34 0 1,151 922 38 12 217
うちポジティブリスト関係 520 5 0 520 354 8 3 163

うち清涼飲料水 33 0 33 33 0 0

うち飼料中の残留農薬基準　注6） 57 0 57 33 1 0 24

579 21 0 579 550 28 4 25
うちポジティブリスト関係 121 2 0 121 97 3 3 21

65 3 68 65 4 0 3
うち清涼飲料水 52 0 52 50 4 0 2

16 0 16 13 0 3

15 1 2 17 16 0 1

57 3 14 71 56 2 0 15

8 5 13 13 2 0 0

270 8 0 270 260 14 2 8

84 1 1 85 86 1 0 1

247 20 0 247 180 5 0 67
うちポジティブリスト関係 121 1 0 121 80 2 0 41

10 2 0 10 10 2 0 0

1（３４） 0 1 1(13) 0 0

1 0 1 1 0 0

1 0 1 1 0 0

1 0 1 1 0 0

1 1 2 1 0 1

2,776 91 26 2,802 2,439 103 20 345

（注） １　リスク管理機関から、評価要請後に取り下げ申請があった場合には、その分を要請件数から減じている。

　　　 ２　評価の過程で新たに審議する必要がある案件が生じた場合には、評価終了時にその案件数を要請件数に加算している。

　　　 ３　自ら評価案件については、「自ら評価」の欄には、実施決定時の件数を記入しているが、「評価終了」の欄では、複数省庁

に答申したもの、答申が複数案件となったもの等については、その数を記入しているものもある。また、リスクプロファイル等

として評価した場合も、評価終了としている。

　　　 ４　「意見募集中」欄には、意見情報の募集を締め切った後に検討中のものも含む。

　　　 ５　「審議中」欄には、審議継続の案件のほか、今後検討を開始するものを含む。

　　　 ６　「飼料中の残留農薬基準」欄については、ポジティブリスト制度の導入に際して、飼料中の残留基準が設定された農薬に

　　    ついての食品安全基本法第24条第２項に基づく意見聴取案件数である。

　　 　７　「薬剤耐性菌」欄には、薬剤耐性菌に関するワーキンググループの設置(H27.10.1)後に要請を受けた案件及び評価終了

         となった案件について記入している。

　　　 ８  平成15年12月8日付けで評価要請のあった「飼料添加物として指定された抗菌性物質、動物用医薬品のうち、飼料添加

　　　  物として指定されている抗菌性物質と同一又は同系統で薬剤耐性の交差が認められる抗菌性物質により選択される薬剤

　　　　耐性菌に係る食品健康影響評価」について、（　）内に物質数を記入している。

合計

その他

器具・容器包装

肥料・飼料等

薬剤耐性菌　注7）

高濃度にジアシルグリセロールを含
む食品に関するワーキンググループ

かび毒・自然毒等

食品による窒息事故に関するワーキ
ンググループ

新開発食品

プリオン　　

農薬

動物用医薬品

放射性物質の食品健康影響に関す
るワーキンググループ

肥飼料・微生物合同　
注8）

汚染物質等

微生物・ウイルス

遺伝子組換え食品等

食品健康影響評価の審議状況
（平成２９年１１月１７日現在）　

区分

添加物

栄養成分添加物

4



参考３

食品健康影響評価技術研究及び食品安全確保総合調査の状況

３－１ 平成２８年度終了食品健康影響評価技術研究課題の事後評価結果一覧

３－２ 平成２９年度採択食品健康影響評価技術研究課題

３－３ 平成２９年度食品安全確保総合調査課題一覧
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＜
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＞
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菌
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に
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な
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の
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手

法
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と
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ら

れ
る
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検

体
の
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方
に

偏
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が
あ
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の
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今
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の

デ
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菌
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＜
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＞
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に
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を
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。
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れ
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。
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収
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サ
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。
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。
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・
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が
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＞
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。
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＜
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＞
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ら
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＜
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に

よ
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さ

れ
る

。

•
食

品
自

体
が

抗
原

提
示

細
胞

を
活

性
化

す
る

の
で

は
な

い
こ

と
が

提
示

さ
れ

た
点

は
有

用
で

あ
る

。

•
ア

ナ
フ

ィ
ラ

キ
シ

ー
と
Ig
E
抗

体
価

と
に

定
量

的
相

関
性

が
な

い
と

す
る

知
見

は
興

味

深
い

。

•
食

品
添

加
物

に
お

け
る

ア
レ

ル
ギ

ー
様

の
作

用
増

強
に

つ
い

て
、

更
に

検
討

し
て

ほ
し

い
。
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研
究

領
域

研
究

課
題

名
評

価
点

総
合

(
2
0
点

)

研
究

の
妥

当
性

(
5
点

)

目
標

の
達

成
度

(
5
点

)

成
果

の
有

用
性

(
1
0
点

)
評

価
コ

メ
ン

ト

 
 
平

成
2
8
年

度
終

了
食

品
健

康
影

響
評

価
技

術
研

究
課

題
の

事
後

評
価

結
果

一
覧

1
5
.
3

4
.
1

3
.
7

7
.
7

7
.
4

4
.
1

4
.
3

1
6
.
1

食
品

由
来

の
ア

ク
リ

ル
ア

ミ
ド

摂
取

量
の

推
定

に
関

す
る

研
究

４
　

そ
の

他

３
　

新
た

な
リ

ス
ク

評
価

方
法

等
の

確
立

農
薬

の
毒

性
評

価
に

お
け

る
「

毒
性

プ
ロ

フ
ァ

イ
ル

」
と

「
毒

性
発

現
量

」
の

種
差

を
考

慮
し

た
毒

性
試

験
の

新
た

な
段

階
的

評
価

手
法

の
提

言
－

イ
ヌ

慢
性

毒
性

試
験

と
マ

ウ
ス

発
が

ん
性

試
験

の
必

要
性

に
つ

い
て

－

＜
総
合

コ
メ

ン
ト

＞

イ
ヌ

慢
性

毒
性

試
験

と
マ

ウ
ス

発
が

ん
性

試
験

に
つ

い
て

、
食

品
安

全
委

員
会

の
多

く
の

評
価

書
を

ベ
ー

ス
に

し
て

毒
性

評
価

へ
の

有
用

性
を

検
討

し
、

試
験

の
省

略
の

可
否

の
提

言

が
な
さ

れ
た

こ
と

は
高

く
評

価
さ

れ
る

。

本
研
究

に
よ

り
、

将
来

的
に

妥
当

な
評

価
方

法
の

方
向

性
を

検
討

で
き

る
と

思
わ

れ
る

。

＜
個
別

コ
メ

ン
ト

＞

•
い

ず
れ

の
項

目
に

つ
い

て
も

若
干

の
未

解
決

な
要

素
を

残
し

て
は

い
る

が
、

イ
ヌ

慢
性

毒
性

試
験

、
マ

ウ
ス

発
が

ん
性

試
験

の
必

要
性

検
討

の
た

め
の

見
解

は
得

ら
れ

て
い

る
。

•
イ

ヌ
の

長
期

試
験

は
一

定
の

条
件

を
満

た
せ

ば
、

そ
の

ほ
と

ん
ど

が
90

日
試

験
で

代
替

で
き

る
こ

と
が

示
さ

れ
た

。

•
マ

ウ
ス

発
が

ん
性

試
験

の
必

要
性

は
低

い
か

も
し

れ
な

い
。

•
今

後
の

課
題

と
し

て
は

、
LO
A
E
L/
N
O
A
E
Lだ

け
で

な
く

、
種

差
を

考
慮

し
て

毒
作

用
の

特
性

を
議

論
す

る
こ

と
が

望
ま

れ
る

。

•
今

後
、

学
会

、
論

文
発

表
な

ど
に

よ
る

公
表

が
望

ま
れ

る
。

＜
総

合
コ

メ
ン

ト
＞

幅
広

い
食

品
か

ら
ア

ク
リ

ル
ア

ミ
ド

の
摂

取
量

推
定

を
行

っ
た

地
道

で
貴

重
な

研
究

で
あ

る
と

評
価

さ
れ

、
目

標
は

達
成

さ
れ

て
い

る
。

＜
個

別
コ

メ
ン

ト
＞

•
日

本
人

に
お

け
る

ア
ク

リ
ル

ア
ミ

ド
摂

取
量

を
陰

膳
法

と
食

事
摂

取
調

査
と

の
二

法
に

よ
り

解
析

す
る

こ
と

は
妥

当
。

•
陰

膳
法

と
確

率
モ

デ
ル

に
よ

る
推

定
値

が
一

致
し

た
事

は
有

用
な

知
見

で
あ

る
。

分
析

精
度

も
担

保
さ

れ
て

お
り

信
頼

性
が

高
い

。

•
食

品
に

も
と

か
ら

含
ま

れ
る

物
質

も
重

要
で

あ
る

が
、

ア
ク

リ
ル

ア
ミ

ド
の

よ
う

に
調

理
に

よ
っ

て
生

成
し

、
調

理
方

法
に

よ
っ

て
生

成
量

が
変

化
す

る
物

質
に

つ
い

て
知

見

を
広

報
す

る
こ

と
も

大
切

で
あ

る
。

•
今

後
、

生
体

試
料

（
血

液
な

ど
）

濃
度

と
推

定
摂

食
量

と
の

関
連

性
が

明
ら

か
に

な
る

こ
と

が
期

待
さ

れ
る

。

•
今

後
、

学
会

、
論

文
発

表
な

ど
に

よ
る

公
表

が
望

ま
れ

る
。
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参考３－２ 

平成２９年度採択食品健康影響評価技術研究課題 

研究項目 研究課題名 

１ 危害要因・ばく露実態の評価に必要

な科学的知見の集積 

コリスチン耐性菌の出現状況と特性解析に

関する研究 

２ 健康影響発現のメカニズムの解明 無機ヒ素曝露評価およびその手法に関する

研究 

食物アレルギーと経口免疫寛容の成立機序

の違いとアナフィラキシーの発症機序から

見たリスク評価 

３ 新たなリスク評価方法等の確立 アレルギー物質を含む食品についてのリス

ク評価方法の確立に関する研究

４ その他 試験管内プリオン増幅系を用いた「種の壁」

の定量的評価のための研究 
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参考３－３ 

平成２９年度食品安全確保総合調査課題 

番号 調査課題名 実施状況 

１ 
畜水産食品における薬剤耐性菌の出現実態調査（水産関連

プロトコルの試行） 
調査実施中 

２ 
卵及び乳アレルギーに係る食品表示についての食品健康

影響評価のための調査 
調査実施中 

３ 
海外における汚染物質等に係るばく露評価に関する実態

調査 
調査実施中 

４ 
食品健康影響評価及びその関連情報の検索性向上に関す

る調査 
調査実施中 

５ 

食品を介してヒトに伝播される薬剤耐性菌に関する文献

等調査（テトラサイクリン系抗生物質等に関するヒト医療

における状況） 

調査実施中 

６ 
海外における食品添加物のリスク評価手法に関する実態

調査 
調査実施中 

７ in silico 評価支援ツールの現状に関する調査 調査実施中 

10



情
報
発
信
、
意
見
交
換
会
等
の
現
状

（
「
平
成

29
年
度
食
品
安
全
委
員
会
運
営
計
画
の
実
施
状
況
の
中
間
報
告
に
つ
い
て
」
補
足
資
料
）

参
考
４

11



ペ
ー
ジ

１
様
々
な
手
段
を
通
じ
た
情
報
の
発
信
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

１

２
意
見
交
換
会
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

２

３
「
食
品
の
安
全
」
に
関
す
る
科
学
的
な
知
識
の
普
及
啓
発
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

３

（
参
考
）
カ
フ
ェ
イ
ン
に
関
す
る
情
報
発
信
の
強
化
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

４

４
関
係
機
関
・
団
体
と
の
連
携
体
制
の
構
築
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

５

５
学
術
団
体
と
の
連
携
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

６

（
参
考
）
デ
ル
フ
ァ
イ
法
を
活
用
し
た
試
行
的
調
査
の
実
施
状
況
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

７

[ 
内
容

]
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○
Fa

ce
bo

ok
の
記
事
数
・
閲
覧
者
数
の
推
移

25
年
度

26
年
度

27
年
度

28
年
度

29
年
度

(半
期
分

)
記
事
数

26
15

7
11

3
15

1
95

閲
覧
者
数

10
,3

10
13

9,
76

2
41

1,
81

0
49

0,
24

6
39

3,
07

4
出
典
：
情
報
・
勧
告
広
報
課
調
べ 1

１
様
々
な
手
段
を
通
じ
た
情
報
の
発
信

○
各
種
メ
デ
ィ
ア
を
通
じ
た
情
報
発
信
に
つ
い
て
は
、
①
季
刊
誌
を
中
心
と
し
た
紙
媒
体
、
②
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
、

Fa
ce

bo
ok
、
ブ
ロ
グ
及
び
メ
ー
ル
マ
ガ
ジ
ン

を
通
じ
た
ネ
ッ
ト
媒
体
、
③
意
見
交
換
会
等
を
通
じ
た
直
接
対
話
に
よ
り
実
施
。
特
に

Fa
ce

bo
ok
に
つ
い
て
は
、

5月
に
投
稿
指
針
を
定
め
、
機
動
的
な
対
応

も
含
め
た
各
種
記
事
の
配
信
に
努
め
て
い
る
と
こ
ろ

○
「
視
覚
的
に
理
解
し
や
す
い
媒
体
に
よ
る
情
報
提
供
手
法
」
の
一
つ
と
し
て
、
新
た
に
公
式

Yo
uT

ub
eを
立
ち
上
げ
、
動
画
配
信
を
開
始

○
今
後
は
、
よ
り
効
果
的
・
効
率
的
か
つ
一
貫
し
た
情
報
発
信
を
行
う
た
め
、
媒
体
の
特
性
に
合
わ
せ
た
コ
ン
テ
ン
ツ
を
作
成
す
る
必
要
。
特
に
、
季
刊
誌
は
紙

媒
体
に
よ
る
情
報
発
信
を
希
望
す
る
者
の
ニ
ー
ズ
に
合
っ
た
記
事
と
な
る
よ
う
、
配
布
対
象
・
配
布
先
を
明
確
化
し
、
そ
れ
に
合
わ
せ
た
記
事
を
作
成
す
る
必
要

○
Fa

ce
bo

ok
の
記
事
の
事
例

○
Yo

uT
ub

e 
の
配
信

＜
健
康
被
害
案
件
（
機
動
的
対
応
）
＞

＜
注
意
喚
起
（
季
節
性
）
＞

＜
科
学
的
知
識
の
普
及
＞

投
稿
日

投
稿
記
事

閲
覧
者

い
い
ね

シ
ェ
ア

4/
10

乳
児
ボ
ツ
リ
ヌ
ス
症
の
死
亡
事

案
の
発
生

15
,3

25
54

2
97

7/
13

プ
エ
ラ
リ
ア
・
ミ
リ
フ
ィ
カ
を

含
む
健
康
食
品
の
注
意
喚
起

6,
72

5
23

2
39

5/
26

ウ
エ
ル
シ
ュ
菌
の
食
中
毒
防
止

6,
51

9
18

9
29

6/
9

か
び
毒
に
注
意

7,
15

1
25

4
42

5/
11

ア
ニ
サ
キ
ス
症
の
予
防

14
,2

76
69

5
66

8/
3

新
し
い
食
べ
方
と
食
経
験

11
,3

12
48

1
86

○
季
刊
誌
の
主
な
記
事

発
行
月

特
集
記
事

キ
ッ
ズ
ボ
ッ
ク
ス

H2
9.

1
薬
剤
耐
性
菌
の
評
価

サ
プ
リ
メ
ン
ト

H2
9.

3
専
門
調
査
会
等
の
取
組
、

食
安
委
の
国
際
的
な
取
組

加
熱
調
理

H2
9.

7
食
品
中
の
カ
フ
ェ
イ
ン

ジ
ャ
ガ
イ
モ

H2
9.

10
フ
モ
ニ
シ
ン
、
ボ
ツ
リ
ヌ
ス
症

ジ
ビ
エ

＜
「
精
講
」
講
座
の
風
景
（
吉
田
委
員
）
＞

○
e-
メ
ー
ル
マ
ガ
ジ
ン
登
録
者
数

読
み

物
版

w
ee

kl
y 版

25
年

度
末

19
0

9,
56

7

26
年

度
末

37
7

9,
46

0

27
年

度
末

53
6

9,
59

3

28
年

度
末

67
3

9,
37

7

29
年

9 月
末

69
7

9,
26

5

出
典
：
情
報
・
勧
告
広
報
課
調
べ

出
典
：
情
報
・
勧
告
広
報
課
調
べ
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○
学
校
教
育
関
係
者
（
重
点
対
象
）
と
の
意
見
交
換
会
は
、
①
地
方
公
共
団
体
と
の
共
催
に
よ
る
研
修
会
の
開
催
、
②
地
方
公
共
団
体
等
の
主
催
に
よ
る
学
校
給

食
や
栄
養
教
諭
の
研
修
会
へ
の
講
師
派
遣
、
③
学
校
教
育
関
係
者
が
活
用
で
き
る
教
材
の
作
成
に
よ
り
対
応

○
学
校
教
育
関
係
者
以
外
に
つ
い
て
も
、
地
方
公
共
団
体
等
か
ら
の
要
望
に
応
じ
た
講
師
派
遣
、
初
と
な
る
消
費
者
庁
と
連
携
し
た
子
ど
も
霞
が
関
デ
ー
へ
の
参

加
、
消
費
者
庁
等
の
関
係
省
庁
と
連
携
し
た
意
見
交
換
会
等
を
開
催

○
特
に
、
学
校
教
育
関
係
者
と
の
意
見
交
換
会
に
つ
い
て
は
、
よ
り
波
及
効
果
を
高
め
る
た
め
、
地
方
公
共
団
体
等
が
意
見
交
換
会
を
実
施
し
や
す
い
仕
組
み
作

り
、
保
護
者
等
へ
の
情
報
の
伝
え
方
ま
で
含
め
た
説
明
内
容
、
現
場
で
活
用
し
や
す
い
教
材
の
作
成
・
提
供
等
を
検
討
し
て
い
く
必
要

２
意
見
交
換
会

2

○
学
校
教
育
関
係
者
を
対
象
と
し
た
研
修
会
の
開
催
状
況

○
教
材
「
科
学
の
目
で
見
る
食
品
安
全
」
の
改
訂

○
地
方
公
共
団
体
等
の
栄
養
教
諭
等
へ
の
研
修
会
の
講
師
派
遣

開
催
日

共
催
先

内
容

参
加
者
数

8/
7

大
阪
府

食
品
安
全
を
守
る
し
く
み
、

食
品
添
加
物
の
安
全
性

28
名

8/
9

岡
崎
市

食
品
添
加
物

22
名

8/
21

東
京
都

食
中
毒
、
食
品
添
加
物

43
名

8/
25

広
島
市

食
中
毒

( カ
ン
ピ
ロ
バ
ク
タ
ー
中
心

)
19
名

10
/3

0
熊
本
県

リ
ス
ク
ア
ナ
リ
シ
ス

17
名

11
/2

0
兵
庫
県

食
品
添
加
物

58
名

開
催
日

派
遣
先

内
容

対
象
者

6/
23

京
都
府

食
品
安
全
に
関
す
る
基
礎
知
識

栄
養
教
諭
、

学
校
栄
養
職
員

8/
31

埼
玉
県

リ
ス
ク
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

保
育
園
、
幼
稚
園
、

学
校
等
の
教
職
員

9/
11

調
理
学

11
/8

情
報
発
信

31
%

40
%48

%

81
%

50
%

8%

73
%

65
%

0%
10

%
20

%
30

%
40

%
50

%
60

%
70

%
80

%
90

%

意
見
交
換
会
で
得
た
情
報
を
関
係
者
に

伝
え
た

意
見
交
換
会
で
得
た
情
報
の
効
果
的
な

伝
え
方
で
悩
ん
で
い
る

意
見
交
換
会
で
得
た
情
報
を
関
係
者
に

伝
え
た
い
と
思
っ
た

意
見
交
換
会
で
新
た
な
情
報
を

得
る
こ
と
が
で
き
た

食
中
毒

食
品
添
加
物

学
校

教
育

関
係

者
を

対
象

と
し

た
研

修
会

の
ア

ン
ケ

ー
ト

を
基

に
情

報
・

勧
告

広
報

課
で

集
計

○
意
見
交
換
終
了
後
の
状
況

○
各
種
意
見
交
換
会
の
風
景

8/
21

 東
京
都
と
の
共
催

8/
25

 広
島
市
と
の
共
催
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○
平
成

29
年
度
よ
り
、
参
加
者
に
見
合
っ
た
講
義
内
容
と
す
る
た
め
、
リ
ス
ク
ア
ナ
リ
シ
ス
連
続
講
座
を
改
訂
し
、

①
食
品
関
係
事
業
者
、
研
究
者
等
一
般
的
な
科
学
的
知
識
を
有
し
た
者
を
対
象
に
、
食
品
安
全
委
員
会
の
食
品
健
康
影
響
評
価
に
つ
い
て
、
評
価
の
過
程
や

結
果
に
つ
い
て
の
理
解
を
深
め
る
「
精
講
：
食
品
健
康
影
響
評
価
」

②
一
般
消
費
者
を
対
象
に
、
食
品
の
安
全
に
係
る
科
学
的
基
礎
知
識
に
つ
い
て
広
く
一
般
消
費
者
に
普
及
す
る
「
み
ん
な
の
た
め
の
食
品
安
全
勉
強
会
」

の
2種

類
の
講
座
を
開
設

○
今
年
度
の
実
施
結
果
を
踏
ま
え
、
各
講
座
に
見
合
っ
た
運
営
方
法
や
講
座
内
容
等
を
検
討
す
る
必
要

３
「
食
品
の
安
全
」
に
関
す
る
科
学
的
な
知
識
の
普
及
啓
発

３

○
平
成

29
年
度

「
精
講
：
食
品
健
康
影
響
評
価
」
の
概
要

①
評
価
の
説
明
時
間
が
短
い
と
の
指
摘
に
対
し
、
説
明
及
び
質
疑
応
答
時
間
を
大
幅
に
増
加

⇒
講
義
内
容
が
難
し
い
こ
と
も
あ
り
、
説
明
時
間
が
ま
だ
足
り
な
い
と
感
じ
る
方
が
若
干
名
い
た

②
メ
モ
を
取
る
机
が
ほ
し
い
と
の
要
望
に
対
し
、
参
加
人
数
を
減
ら
し
、
机
を
設
置
。
ま
た
、
資
料
を

事
前
に
読
み
た
い
と
の
要
望
に
対
し
、
資
料
を
事
前
配
布

⇒
運
営
面
へ
の
不
満
は
な
か
っ
た

③
質
問
用
紙
を
配
布
し
、
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
が
、
質
疑
応
答
を
進
め
る
形
式
で
実
施

⇒
多
く
の
質
問
が
出
た
一
方
、
自
分
の
質
問
に
答
え
て
も
ら
え
て
な
い
と
の
声
も
あ
っ
た

④
評
価
書
を
読
ん
で
も
ら
う
た
め
、

iP
ad
を
設
置
し
、
評
価
書
の
関
係
部
分
を
提
示

⇒
評
価
書
を
見
ら
れ
て
よ
か
っ
た
と
の
声
の
一
方
、

iP
ad
が
小
さ
く
て
見
え
辛
い
と
の
声
も
あ
っ
た

○
前
回
実
施
時
の
意
見
を
踏
ま
え
た
主
な
変
更
点
と
そ
れ
に
対
す
る
参
加
者
の
意
見
（
精
講
）

第
1回

第
2回

テ
ー
マ
・
講
師

・
食
べ
物
と
食
品
安
全
の
基
本
に
つ
い
て

（
講
師
：
小
平
食
品
安
全
委
員
会
事
務
局
次
長
）

・
カ
フ
ェ
イ
ン
の
安
全
性
及
び
コ
ー
ヒ
ー
に
つ
い
て

（
講
師
：
佐
藤
委
員
長
）

開
催
日

11
月

13
日

12
月

7日
（
予
定
）

開
催
場
所

北
海
道
（
札
幌
）

東
京

対
象
者

一
般
消
費
者

参
加
者
数

37
名

10
0名

程
度
（
募
集
人
数
）

第
1回

第
2回

テ
ー
マ
・

講
師

・
加
熱
時
に
生
じ
る
ア
ク
リ
ル
ア
ミ
ド
の
食
品
健
康
影
響
評
価

（
講
師
：
吉
田
委
員
）

・
食
品
由
来
の
ア
ク
リ
ル
ア
ミ
ド
摂
取
量
の
統
計
的
推
定

（
講
師
：
青
木
国
立
環
境
研
究
所
フ
ェ
ロ
ー
）

開
催
日

7月
31
日

12
月

11
日
（
予
定
）

開
催
場
所

東
京

大
阪

対
象
者

食
品
関
係
事
業
者
、
そ
の
他
基
本
的
な
科
学
的
知
見
を
有
し
た
者

参
加
者
数

43
名
（
応
募

70
名
か
ら
抽
選
）

30
名
程
度
（
募
集
人
数
）

満
足

20
％

お
お
む
ね
満
足

75
%

 

や
や
不
満

5％

○
み
ん
な
の
た
め
の
食
品
安
全
勉
強
会
の
概
要

○
精
講
（
東
京
）
の
結
果 ア
ン
ケ
ー
ト
に
基
づ
い
て
情
報
・
勧
告
広
報
課
で
集
計

実
施
風
景

食
品
・
農
業
関
係
事
業
者

86
.1
％

そ
の
他
事

業
者

2.
8％研
究
者

2.
8％

そ
の
他

8.
3％
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４

（
参
考
）

カ
フ
ェ
イ
ン
に
関
す
る
情
報
発
信
の
強
化

○
平
成

28
年
度
の
「
自
ら
評
価
」
案
件
と
さ
れ
な
か
っ
た
も
の
の
う
ち
「
積
極
的
に
情
報
収
集
、
情
報
提
供
を
行
う
」
と
さ
れ
た
カ
フ
ェ
イ
ン
に
つ
い
て
は
、

①
フ
ァ
ク
ト
シ
ー
ト
の
改
訂
を
視
野
に
国
際
機
関
、
海
外
の
政
府
関
係
機
関
や
学
術
誌
に
掲
載
さ
れ
た
論
文
等
を
通
じ
て
情
報
を
収
集

②
季
刊
誌
（
平
成

29
年

7月
）
に
お
い
て
「
食
品
中
の
カ
フ
ェ
イ
ン
」
の
特
集
記
事
を
掲
載

③
Fa

ce
bo

ok
等
で
海
外
の
情
報
等
を
提
供

④
「
報
道
関
係
者
と
の
意
見
交
換
会
」
、
「
消
費
者
団
体
と
の
意
見
交
換
会
」
及
び
「
み
ん
な
の
た
め
の
食
品
安
全
勉
強
会
」
に
お
い
て
カ
フ
ェ
イ
ン
を

テ
ー
マ
に
意
見
交
換
会
を
実
施

○
季
刊
誌
（
平
成

29
年

7月
）

○
報
道
関
係
者
と
の
意
見
交
換
会
（

5月
25
日
）

○
海
外
の
情
報
の
提
供

意
見
交
換
会
の
内
容
が

記
事
に
な
り
ま
し
た

＜
Fa

ce
bo

ok
＞

＜
H

P：
食
品
安
全
総
合
情
報
シ
ス
テ
ム
＞

カ
ナ
ダ
保
健
省

(H
ea

lth
 C

an
ad

a)
は

5月
25
日
、
カ
フ
ェ
イ
ン

の
安
全
な
摂
取
基
準
値
に
関
し
て
情
報
提
供
し
た
。
概
要
は

以
下
の
と
お
り
。

カ
フ
ェ
イ
ン
は
、
コ
ー
ラ
な
ど
の
炭
酸
飲
料
、
エ
ナ
ジ
ー
ド
リ

ン
ク
、
チ
ョ
コ
レ
ー
ト
、
茶
及
び
コ
ー
ヒ
ー
な
ど
の
種
々
の
食
品

及
び
飲
料
か
ら
検
出
さ
れ
る
。
天
然
に
存
在
す
る
も
の
も
あ

れ
ば
、
製
造
工
程
で
添
加
さ
れ
た
も
の
も
あ
る
。
（
以
下
略
）
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○
マ
ス
コ
ミ
関
係
者
に
対
す
る
食
品
安
全
に
係
る
知
識
の
普
及
活
動
は
、
「
報
道
関
係
者
と
の
意
見
交
換
会
」
（
数
か
月
に

1回
開
催
）
に
よ
り
対
応

意
見
交
換
会
の
形
式
を
、
出
席
者
が
よ
り
意
見
交
換
会
に
参
加
し
や
す
い
方
式
に
変
更
。

○
関
係
職
能
団
体
と
の
連
携
強
化
を
図
る
観
点
か
ら
、
（
一
財
）
食
品
産
業
セ
ン
タ
ー
、
（
公
社
）
日
本
栄
養
士
会
、
（
公
社
）
日
本
医
師
会
と
意
見
交
換
を
実
施
。

例
え
ば
、
日
本
栄
養
士
会
に
は
、
現
場
の
栄
養
士
の
声
を
踏
ま
え
、
食
品
安
全
委
員
会
か
ら
の
情
報
提
供
を
、
団
体
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
を
通
じ
て
実
施
。

○
今
後
、
各
関
係
職
能
団
体
の
要
望
も
踏
ま
え
、
共
催
で
の
意
見
交
換
会
や
講
師
派
遣
な
ど
、
更
な
る
連
携
の
強
化
を
進
め
て
い
く
必
要

○
開
催
実
績
（
直
近
５
回
）

○
意
見
交
換
会
の
満
足
度
、
理
解
度

４
関
係
機
関
・
団
体
と
の
連
携
体
制
の
構
築

５
ア
ン
ケ
ー
ト
に
基
づ
い
て
情
報
・
勧
告
広
報
課
が
集
計○
日
本
栄
養
士
会
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
で
の
情
報
提
供

○
食
品
産
業
セ
ン
タ
ー
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
で
の
講
座
の
情
報
提
供

開
催
月

テ
ー
マ

H
28

. 7
食
中
毒

10
情
報
利
用

H
29

. 1
Ｏ

15
7と

薬
剤
耐
性
菌

５
カ
フ
ェ
イ
ン

11
フ
モ
ニ
シ
ン

満
足
度

理
解
度

意
見
交
換
会
の
形
式
を

一
部
変
更

0%20
%

40
%

60
%

80
%

10
0%

食
中
毒

情
報
利
用

Ｏ
15

7
カ
フ
ェ
イ
ン
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○
学
術
関
係
者
と
の
一
層
の
連
携
強
化
を
図
る
た
め
、
平
成

29
年
度
よ
り
、

①
ブ
ー
ス
展
示
を
す
る
学
会
に
お
い
て
は
、
食
品
安
全
委
員
会
の
委
員
の
講
演
や
ポ
ス
タ
ー
発
表
を
セ
ッ
ト
で
実
施
す
る
と
と
も
に
、

②
学
会
の
参
加
者
が
食
品
安
全
委
員
会
の
ブ
ー
ス
展
示
に
興
味
を
持
て
る
よ
う
、
一
律
の
展
示
内
容
で
は
な
く
、
学
会
ご
と
の
専
門
性
に
併
せ
た
展
示
を
試

み
て
い
る
と
こ
ろ

○
平
成

30
年
１
月
に
開
催
予
定
の
日
本
毒
性
病
理
学
会
と
は
、
学
会
と
は
初
と
な
る
共
催
で
の
市
民
公
開
講
座
を
実
施
予
定

○
今
年
度
の
ブ
ー
ス
展
示
実
績
を
踏
ま
え
、
展
示
内
容
を
改
善
す
る
と
と
も
に
、
ブ
ー
ス
展
示
以
外
の
連
携
が
な
い
か
検
討
す
る
必
要

５
学
術
団
体
と
の
連
携

６

○
平
成

29
年
度

学
会
へ
の
ブ
ー
ス
展
示
等
状
況

学
会
名

委
員
の
講
演
・
ポ
ス
タ
ー
発
表

そ
の
他

日
本
毒
性
学
会

（
7月

10
～

12
日
）

佐
藤
委
員
長

講
演
「
食
品
安
全
と
リ
ス
ク
評
価
」

日
本
先
天
異
常
学
会

（
8月

26
～

28
日
）

吉
田
委
員

講
演
「
食
品
中
化
学
物
質
の
毒
性
評
価
に
お

い
て
毒
性
学
的
専
門
性
を
総
合
的
に
考
察
す

る
重
要
性
と
生
殖
毒
性
学
へ
の
期
待
」

日
本
食
品
微
生
物
学
会

（
10
月
５
、

6日
）

山
本
委
員

講
演
「
食
品
安
全
委
員
会
の
現
状
と
今
後
」

日
本
毒
性
病
理
学
会

（
1月

25
、

26
日
）

吉
田
委
員

ポ
ス
タ
ー
発
表
予
定

共
催
で
市
民
公
開
講
座

を
実
施
予
定

○
平
成

2８
年
度

学
会
へ
の
ブ
ー
ス
展
示
等
状
況

学
会
名

委
員
の
講
演
・
ポ
ス
タ
ー
発
表

PR
IO

N
20

16
TO

KY
O

な
し

ifi
a

JA
PA

N
 2

01
6

な
し

日
本
調
理
科
学
会

な
し

日
本
栄
養
改
善
学
会

な
し

日
本
環
境
変
異
原
学
会

な
し

日
本
毒
性
病
理
学
会

吉
田
委
員
（
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
）

日
本
毒
性
学
会

日
本
食
品
微
生
物
学
会

○
平
成

29
年
度

学
会
へ
の
ブ
ー
ス
展
示
の
風
景

○
学
会
と
の
共
催
市
民
公
開
講
座
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７

調
査
結
果
（
上
位

5事
項
と
理
由
抜
粋
）

専
門
委
員
（

26
名
）

1位
リ
ス
ク
と
い
う
概
念

社
会
全
体
に
リ
ス
ク
の
概
念
が
浸
透
し
て
い
な
い

リ
ス
ク
＝

0を
求
め
る
人
が
多
い

1位
い
わ
ゆ
る
健
康
食
品

科
学
的
な
デ
ー
タ
を
一
般
向
け
に
説
明
す
る
機
会
が
少
な

い 3位
安
全
の
コ
ス
ト
と
適
切
な
リ
ス
ク
管
理

適
切
な
リ
ス
ク
管
理
に
よ
り
効
率
的
な
安
全
の
確
保
が
可

能
と
な
る
こ
と
を
説
明
す
る
必
要
が
あ
る

4位
安
全
と
安
心
の
違
い

両
者
を
区
別
で
き
ず
に
混
乱
し
て
い
る
印
象
が
あ
る
た
め
、

正
し
い
解
説
が
必
要

5位
自
然
毒
（
動
物
・
植
物
性
）
に
よ
る
食
中
毒

毎
年
食
中
毒
事
例
が
発
生
し
て
い
る
が
、
消
費
者
に
十
分

な
情
報
が
行
き
渡
っ
て
い
な
い

食
品
安
全
モ
ニ
タ
ー
（

25
名
）

1位
安
全
と
安
心

両
者
を
混
同
し
て
い
る
人
が
多
く
、
食
品
に
対
し
て
過
剰

か
つ
理
不
尽
な
要
求
が
行
わ
れ
て
い
る

2位
腸
管
出
血
性
大
腸
菌
に
よ
る
食
中
毒

怖
さ
が
知
ら
れ
て
い
な
い

周
知
が
行
き
届
い
て
い
な
い

3位
ノ
ロ
ウ
イ
ル
ス
に
よ
る
食
中
毒

食
品
製
造
過
程
ご
と
の
対
策
立
案
が
必
要

食
品
製
造
従
事
者
へ
の
教
育
が
な
さ
れ
て
い
な
い

4位
い
わ
ゆ
る
健
康
食
品

健
康
被
害
が
な
く
な
ら
な
い
の
は
、
消
費
者
の
健
康
食
品

を
見
抜
く
知
識
が
不
足
し
て
い
る
た
め

5位
食
品
の
表
示

ア
レ
ル
ギ
ー
の
表
示
に
統
一
性
が
な
い

機
能
性
表
示
が
正
し
く
理
解
さ
れ
て
い
な
い

自
治
体
（
食
品
安
全
部
局
担
当
）
（

29
名
）

1位
肉
の
生
食
に
よ
る
リ
ス
ク

必
要
な
知
識
が
行
き
渡
っ
て
お
ら
ず
、
誤
認
し
て
い
る
消

費
者
も
少
な
く
な
い

2位
カ
ン
ピ
ロ
バ
ク
タ
ー
に
よ
る
食
中
毒

行
政
と
消
費
者
の
考
え
が
大
き
く
離
れ
て
い
る
と
感
じ
る

3位
食
中
毒
の
予
防
と
対
策

十
分
な
対
策
・
情
報
提
供
が
な
さ
れ
て
い
な
い

対
策
の
重
要
性
を
周
知
す
る
必
要
が
あ
る

4位
食
の
安
全
と
安
心
の
考
え
方

リ
ス
ク
評
価
の
仕
組
み
や
ど
の
よ
う
に
基
準
が
設
定
さ
れ

て
い
る
の
か
、
正
し
く
情
報
提
供
す
べ
き

4位
ノ
ロ
ウ
イ
ル
ス
に
よ
る
食
中
毒

消
費
者
・
事
業
者
に
情
報
が
行
き
渡
っ
て
い
な
い

決
め
手
と
な
る
食
中
毒
防
止
対
策
が
な
い

（
参
考
）
デ
ル
フ
ァ
イ
法
を
活
用
し
た
試
行
的
調
査
の
実
施
状
況

○
食
品
安
全
分
野
に
お
け
る
リ
ス
ク
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
行
う
事
項
と
し
て
、
優
先
順
位
の
高
い
事
項
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
、
欧
州
食
品
安
全
機
関
（

EF
SA
）

で
も
研
究
さ
れ
て
い
る
デ
ル
フ
ァ
イ
法
を
活
用
し
た
試
行
的
調
査
を
実
施

○
調
査
の
結
果
、
優
先
順
位
が
高
い
と
考
え
ら
れ
た
も
の
は
、
「
リ
ス
ク
ア
ナ
リ
シ
ス
の
基
本
・
概
念
」
、
「
食
中
毒
」
、
「
い
わ
ゆ
る
健
康
食
品
」
等

○
今
後
も
引
き
続
き
、
場
面
・
対
象
者
に
応
じ
て
、
こ
れ
ら
の
項
目
を
適
切
に
組
み
合
わ
せ
、
参
加
者
が
リ
ス
ク
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
テ
ー
マ
や
内
容
に
つ
い
て
科

学
的
知
見
に
基
づ
い
て
リ
ス
ク
を
考
え
、
伝
え
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る

有
効
回
答
率

ラ
ウ
ン
ド
１

96
.2

%
96

%
89

.7
%

ラ
ウ
ン
ド
２

10
0%

88
%

79
%

ラ
ウ
ン
ド
３

88
.4

%
96

%
93

.1
%
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平
成

２
９

年
度

食
品

安
全

委
員

会
緊

急
時

対
応

訓
練

の
骨

子
 

食
品
安
全
に
係
る
緊
急
時
対
応
を
、
関
係
府

省
と
協

力
し

つ
つ

迅
速

か
つ

確
実

に
行

え
る

よ
う

、
以

下
の

訓
練

を
実

施
す

る
。

 

重
点

課
題

関
係

府
省

と
連

携
し

た
迅

速
か

つ
確

実
な

初
動

対
応

を
実

施
す

る
た

め
の

組
織

能
力

の
強

化

形
 

式
実

務
研

修
（

研
修

・
講

習
会

等
）

確
認

訓
練

（
シ

ナ
リ

オ
非

提
示

の
実

動
訓

練
）

目
 

的

緊
急

時
に
お

け
る
対
応

手
順

を
理
解

し
、
迅
速

な
対

応
に
つ
な
げ
る
。

夜
間
・
休
日
で
も

緊
急

時
対

応
が

可
能

な
体

制
を

整
備

す
る
。

緊
急
時

に
お
け
る
国
民
へ
の

情
報
提
供
を
、
メ
デ

ィ
ア

の

協
力
を

得
な
が
ら
分
か
り
や

す
く
正
確
に
、
か
つ

迅
速

に

行
う

た
め

の
知
識
や
技
能
を
養

う
。

緊
急

時
に

お
け

る
組

織
全

体
の

対
応

手
順

を
確

認
し

、

組
織

全
体

の
対

応
能

力
の

向
上

を
図

る
と

と
も

に
、

実

務
研

修
等

に
よ

っ
て

習
得

し
た

技
術

・
知

識
の

レ
ベ

ル

を
確

認
す

る
。

訓
練

名
称

 
緊

急
時

対
応
手
順
研
修
 

情
報

発
信

研
修

 
メ

デ
ィ

ア
対

応
研

修
確

認
訓

練
 

基
礎

講
義

 
実

践
研

修
 

対
象

者

新
任
者

を
中

心
と
し
た

事
務

局
職

員

新
任

者
を

中
心
と
し

た
係

長
級

の
事
務
局

職
員

委
員

及
び

事
務
局
職
員

事
務

局
職

員
委

員
及

び
関

係
事

務
局

職
員

実
施

内
容

・「
緊

急
時
対
応
手
順
の

ポ
イ
ン

ト
」
の
内
容
に

係
る

講
義

を
行

う

（
「

新
規

着
任

者
研

修
」
の
一
講
座

に
位
置

づ
け

る
）
。

・
緊
急
時
に
お
け

る
委

員
会

ホ
ー

ム
ペ

ー

ジ
、

Fa
ce

bo
ok

等
に

よ
る

情
報
掲

載
に

係

る
研

修
を

行
う
。

・
メ
デ
ィ

ア
関
係

者
等
か

ら
、
緊
急
時
に
お
け
る

資

料
作

成
の

ポ
イ

ン
ト

に

係
る

講
義

を
受
け
る
。

・
メ
デ
ィ
ア

関
係
者

向
け

の

資
料

（
ハ

ザ
ー

ド
の

概
要

等
）
を
各
自

で
作
成
す

る
研

修
を

行
う

。

・
メ
デ
ィ
ア
関
係
者

、
消

費

者
団
体

等
か
ら
講
評
・
助

言

を
受

け
る

。

・
消

費
者

庁
主

導
の

も
と

、
実

践
的

な
シ

ナ
リ

オ
（

非

提
示

）
で

、
関

係
府

省
庁

合
同

の
実

動
訓

練
を

行
う

。

実
施

時
期

４
月

（
異

動
の

状
況

を
踏

ま
え

、
適

宜
実

施
）

６
月
～

９
月
（
随
時
）
 

１
０

月
頃

１
１

月
頃

１
２

月
上

旬

所
要

時
間

０
．

５
時

間
１

時
間

／
回

１
．

５
時

間
２

時
間

＋
１

．
５

時
間

１
日

（
業

務
時

間
内

）

参
考

５
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別 紙 １ 
 

 
平成２９年度における企画等専門調査会調査審議スケジュール 

 
 

月 調 査 審 議 事 項 
６月 ○ 平成２８年度食品安全委員会運営状況報告書について 

○ 平成２９年度食品安全委員会が自ら行う食品健康影響評

価の案件選定の進め方について 
○ 平成２９年度食品安全委員会緊急時対応訓練骨子につい

て 
 

１１月 ○ 平成２９年度食品安全委員会運営計画の実施状況の中間

報告について 
○ 平成２９年度食品安全委員会が自ら行う食品健康影響評

価の案件候補の選定について 
 

平成３０年１月 ○ 平成３０年度食品安全委員会運営計画について 
○ 平成２９年度食品安全委員会が自ら食品健康影響評価を

行う案件候補の選定について 
○ 平成２９年度食品安全委員会緊急時対応訓練実施結果、

平成３０年度食品安全委員会緊急時対応訓練計画等につ

いて 
 

 
 
 



 

 

別 紙 ２ 
 
 

平成２９年度における「自ら評価」案件の選定スケジュール 
 
 

月 事          項 
平成２９年６月 

 
○ 企画等専門調査会における審議 
・「自ら評価」案件選定の進め方について 

７月 ○ ホームページ等による一般からの意見募集の実施 
○ 専門調査会等からの意見、ホームページ等により募集した

一般からの意見、要望書等の整理 
 

８月～１０月 ○ 事務局による「自ら評価」の案件候補の整理 
 

１１月 ○ 企画等専門調査会における審議（第１回絞込み） 
・前年度までの「自ら評価」のフォローアップ 
・「自ら評価」の案件候補について議論 

 
平成３０年１月 ○ 企画等専門調査会における審議（第２回絞込み） 

・「自ら評価」の案件候補の決定 
 

２月      ○ 食品安全委員会における審議 
・「自ら評価」の案件候補について議論 

  ・その他の案件の取扱い（情報提供など）を決定 
○ 意見・情報の募集 
 

３月 ○ 食品安全委員会における審議 
・意見・情報の募集の結果を踏まえ、「自ら評価」案件を決定 

 
 



研究課題の募集

（平成２９年１０月）

研究課題候補の選定及び調査対象課題との調整
（平成３０年１月～２月）

書面審査
（平成２９年１１月～１２月）

平成３０年度に優先的に実施すべき研究課題の決定

（平成２９年９月）

新規研究課題の食品安全委員会決定
（平成３０年３月）

平成３０年度新規研究課題決定までのスケジュール

ヒアリング審査

（平成３０年１月）

別 紙 ３



別 紙 ４

平成２９年度の研究事業評価実施スケジュール

食品安全委員会への報告（平成２９年９月）

研究成果発表会（平成２９年１０月）

事後評価の実施（平成２９年７月）

中間評価の実施（平成３０年１月）

食品安全委員会決定（平成３０年３月）

〔平成２８年度に終了した課題の事後評価〕

〔平成２９年度に実施する課題の中間評価〕

研究成果報告書（中間報告書）の提出期限

（平成２９年１１月）



実施課題案の選定及び研究課題との調整

（平成３０年１月～２月）

食品安全委員会決定
（平成３０年３月）

別 紙 ５

平成３０年度に優先的に実施すべき調査課題の決定
（平成２９年９月）

平成３０年度に実施する調査課題の選定
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